
神

田

孝

平

の

地

租

改

正

提

議

は

じ

め

に

神
田
孝
平
に
つ
い
て
は
、
夙
に
地
租
改
正
の
提
議
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
言
説
を
め
ぐ

っ
て
、
幾
多
の
研
究
が
様
々
な
角
度
か
ら
な
さ
れ
、
ま
た
そ

こ
に
は
見
過
し
難
い
問
題
点
も
あ
る
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
途

に
検
討
を
加
え
て
い
る
（１
）
。

そ
の
問
題
点
と
は
、
掻
い
摘
ま
ん
で
言
え
ば
、
①
そ
の
土
地
所
有

・
租
税
論

に
つ
い
て
地
租
改
正
提
議
以
後
に
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
言
説
を
十
分
に
組
み

込
ん
で
理
解
し
て
来
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
②
そ
の
言
説
の
変
容
契
機
と
し
て
、

民
撰
議
院
論
の
変
化
に
眼
を
向
け
て
い
な
い
こ
と
、
の
一
百

でヽ
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
地
租
改
正
提
議
以
後
に
お
け
る
、
そ
の
言
説
が
如
何
に
き
わ
だ

っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
両
者
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が

何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
提
議
そ
の
も
の
の
内
容
と
、
そ
れ
に
先

行
す
る
時
期
の
言
説
を
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　
幕
末
期

に
お
け

る
神

田
孝

平

の
経
済

論

２

）

「
農

商

弁

」

ｍ
　
商
業
立
国
論
の
提
起

神
田
孝
平
の
経
済
認
識
を
検
討
す
る
際
、
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
幕
末

期
の
論
策

「農
商
弁
■
２
）
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
如
何
な
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
作
業
か
ら
始

め
よ
う
。

奥

田

晴

樹

冒
頭
で
、
商
業
立
国
↓
富
裕
、
農
業
立
国
↓
貧
窮
、
し
た
が

国
＝
農
業
立
国
↓
貧
窮
、
西
洋
諸
国
＝
商
業
立
国
↓
富
裕
な
る
シ

陳
さ
れ
る
。

商
ヲ
以
テ
国
ヲ
立
ツ
レ
バ
、
其
ノ
国
常
二
富
ミ
、
農
ヲ
以
テ
国
ヲ
立
レ
バ

其
ノ
国
常
に
貧
シ
。
東
方
諸
国
ハ
農
ヲ
以
テ
国
ヲ
立
テ
、
西
洋
諸
国
ハ
商

ヲ
以
テ
国
ヲ
立
ツ
。
故
二
東
方
諸
国
ハ
常
二
貧
シ
ク
、
西
洋
諸
国
ハ
常
ニ

富
メ
リ
。

以
下
、
商
業
立
国
の
三
利
と
農
業
立
国
の
三
害
を
挙
げ
、
右
の
シ
ェ
ー
マ
の

論
証
を
試
み
る
。

商
業
立
国
の
三
利
は
、
左
の
通
り
。

①
衆
欽
セ
ズ
シ
テ
租
税
増
シ
、
下
苦
シ
マ
ズ
シ
テ
上
富
ム
ベ
シ
、

②
四
方
二
転
ジ
テ
貿
易
ス
ル
時

ハ
、
其
ノ
運
上
モ
亦
際
限
ナ
シ
、

③
農

ヨ
リ
租
税
フ
収
ム
ル
ニ
オ
ヨ
バ
ズ
、
故
農
業
ノ
利
潤
ヲ
移
シ
ク
シ
、

余
程
碗
輌
ノ
地
ニ
テ
モ
耕
シ
テ
利
ア
リ
。
故
二
山
野
開
ケ
産
物
益
シ
、
其

ノ
値
モ
亦
下
落
ス
ベ
シ
。
左
ス
レ
バ
、
工
商
ト
テ
モ
亦
随
テ
盛
大
に
趣
ク

ベ
シ
。
農
工
商
、
既
二
盛
大
ニ
シ
テ
、
国
ノ
盛
ナ
ラ
ザ
ル
ハ
ア
ラ
ズ
。

①
の
利
は
租
税
の
増
収
、
②
の
利
は
関
税
収
入
の
無
限
性
で
あ
る
。
何
故
、

商
業
や
貿
易
、
即
ち
流
通
段
階
で
の
課
税
は
、
租
税
の
増
収
を
も
た
ら
す
の
か
。

仮
令

ハ
、
髪

二
一
村
ア
リ
、
年
々
土
地
ヨ
リ
生
ズ
ル
所
ノ
物
、
千
金
ノ
値

ア
リ
、
其
ノ
物
ニ
テ
種
々
ノ
品
物
ヲ
製
造
ス
ル
時

ハ
、
必
ズ
二
千
金
ノ
値

ト
ナ
ル
ベ
シ
。
次
二
又
其
ノ
品
物
ヲ
他
邦
二
運
送
シ
テ
、
有
無
貿
易
ス
ル

時

ハ
、
其
ノ
利
ヲ
合
テ
必
ズ
三
千
金
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
初
メ
其
ノ
物
ヲ
地
ヨ

リ
取
リ
シ
ハ
、
農
ノ
カ

ニ
シ
テ
、
次
に
製
造
し
て
品
物
ト
ナ
ス
ハ
エ
ノ
業
、

又
其
ノ
次

二
運
送
シ
テ
貿
易
ス
ル
ハ
商
ノ
業
ナ
リ
。
故

二
均
シ
ク
十
分

一

ノ
運
上
ニ
テ
モ
、
農
ヨ
リ
之
ヲ
収
ム
レ
バ
百
金
、
エ
ヨ
リ
之
ヲ
収
ム
レ
バ

二
百
金
、
商
ヨ
リ
収
ム
レ
バ
三
百
金
ト
ナ
ル
ナ
リ
。

lて
マ 東
が 方
開 諸
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②
　
既
往
の

「農
商
弁
」
研
究

こ
の
議
論
に
つ
い
て
、
既
往
の
研
究
で
種
々
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。

住
谷
悦
治
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
（３
）
０

か
く
の
ご
と
き
商
業
讃
抑
の
思
想
は
、
農
業
を
基
礎
と
し
た
封
建
制
の
胎

内
よ
り
資
本
主
義
的
生
産
機
構
の
前
提
的
諸
条
件

‐―
商
業
資
本
の
蓄
積
、

商
品
市
場
の
拡
大
、
農
民
の
貧
困
化
と
自
由
労
働
者

へ
の
脱
走
等

―

が

成
熟
助
長
さ
れ
つ
つ
あ
る
事
実
を
学
問
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
新
し
き
資
本
主
義
的
生
産
が
未
だ
そ
の
固
有
の
形
態
に
ま
で
発
展
せ

ず
し
て
、
こ
の
内
在
的
動
向
に
対
し
封
建
的
形
態
の
外
衣
を
纏
う
て
い
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

要
す
る
に
、
単
純
商
品
生
産
を
基
礎
と
し
た
商
品
流
通
は
拡
大
す
る
が
、
プ

ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
様
式
は
未
成
熟
で
あ
る
、
と
い
う
経
済
状
態
を
反
映
し
た
議

論
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大
島
清
ら
は
、
そ
の
議
論
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
、
経
済
理
論
と
し

て
の
面
か
ら
吟
味
を
加
え
て
い
る
（４
Ｖ

要
す
る
に
加
工
度
を
高
め
、
ま
た
流
通
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
付

加
価
値
が
増
加
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
だ
わ
か
る

と
し
て
も
、
農
業
の
ば
あ
い
は
生
産
価
格
が

一
、
○
○
○
な
の
だ
か
ら
た

と
え
ば
付
加
価
値
は
五
〇
〇
で
あ
ろ
う
。
工
業
で
は

一
、
○
○
○
が
原
材

料
費
だ
か
ら
、
付
加
価
値
は

一
、
○
○
○
で
あ
り
、
商
業
も
同
様
で
あ
る
。

そ
こ
に

一
割
の
課
税
を
し
て
、
ど
う
し
て
商
業
の
み
か
ら
三
〇
〇
が
と

れ
る
の
か
、
い
さ
さ
か
腑
に
落
ち
な
い
が
、
神
田
も
こ
こ
で
別
に
そ
う
厳

密
に
理
論
的
に
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
か
れ
の
ば
あ
い
は
、
ま
だ
国

民
経
済
の
再
生
産
的
循
環
と
い
っ
た
知
識
が
ま

っ
た
く
な
い
こ
と
は
た
し

か
で
あ
る
。
だ
か
ら
工
業
と
か
商
業
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
形
で
市
場
を
拡
大
し
、
農
業
に
た
い
し
て
も
そ
の
生
産
性
の
上
昇
を
う

な
が
す
の
か
と
い
っ
た
点
の
考
察
は
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

た
だ
農
産
物
の
加
工
と
売
買
が
総
価
格
の
増
大
を
も
た
ら
す
と
い
う
常
識

的
な
事
実
が
平
面
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

大
島
ら
の
批
評
で

「腑
に
お
ち
な
い
」
点
は
、
神
田
が
付
加
価
値
に
対
し

課
税
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
、
大
島
ら
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
収
税
額
は
、
農
業
は
さ
て
お
き
、
商
業
の
三
〇
〇
の
み
な
ら
ず
、
工

業
も

一
〇
〇
の
は
ず
で
、
二
〇
〇
で
は
お
か
し
い
。
そ
れ
で
は
神
田
の
議
論
全

体
が
お
か
し
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
神
田
が
課
税
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
付

加
価
値
で
は
な
く
、
総
価
格
で
あ
る
と
み
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
田

は
、
農
業
や
工
業
と
い
っ
た
生
産
段
階
に
課
税
す
る
直
接
税
で
は
な
く
、
付
加

価
値
が
増
し
総
価
格
が
極
大
と
な

っ
た
流
通
段
階
で
課
税
す
る
間
接
税
こ
そ
、

ベ
ス
ト
な
収
税
方
法
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

０
　

「農
商
弁
」
の
問
題
点

こ
う
し
た

「農
商
弁
」
の
議
論
に
は
、
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。　
一
つ
は
、

後
年
の
翻
訳

「経
済
小
学
」
で

「直
税
間
税
ノ
利
害
フ
比
較
セ
ハ
、
明
智
ノ
人

ハ
カ
ナ
ラ
ス
直
税
ノ
勝
レ
ル
ヲ
証
ス
ヘ
シ
。
■
５
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
の

論
理
的
整
合
性
で
あ
る
。
地
粗
改
正
の
提
議
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
が
ど
う
処
理

さ
れ
て
い
る
の
か
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。

も
う

一
つ
は
、
理
論
モ
デ
ル
と
は
言
え
、
農
産
物
が
全
て
商
品
化
し
、
し
か

も
そ
れ
が
全
て
工
業
原
料
と
な
り
、
し
か
も
農
産
加
工
品
の
み
が
流
通
す
る
と

考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
は
、
大
島
ら
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、

「国
民
経
済
の
再
生
産
的
循
環
」
を
神
田
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
神
田
が
全
生
産
物
が

商
品
化
さ
れ
て
い
る
、
完
全
な
る
市
場
経
済
を
理
論
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
理
論
モ
デ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
時
点

で
も
収
税
方
法
の
抜
本
的
変
更
の
論
拠
と
な
り
、
さ
ら
に
後
年
の
地
租
改
正
提

議
で
は
土
地
の
完
全
な
る
商
品
化
の
想
定
と
し
て
再
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
著

し
く
経
済
実
態
と
の
懸
隔
を
も

つ
完
全
市
場
経
済
の
理
論
的
想
定
を
前
提
と
し

て
税
制
改
革
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
経
済
的
結
果
が
招
来

さ
れ
る
の
か
、
こ
れ
ま
た
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

＝
　

「農
商
弁
」
の
中
核
的
論
点
と
経
世
論
批
判
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こ
れ
ら
の
問
題
点
を
は
ら
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
否
、
そ
れ
故
に
と
言
う
べ

き
だ
ろ
う
が
、
神
田
の
提
言
は
、
当
時
に
あ

っ
て
は
、
ま
さ
し
く
画
期
的
な
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
画
期
性
は
、
神
田
自
身
よ
く
自
覚
し
、
自
説

の
セ
ー
ル
ス
・
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
前
面
で
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
③

の
利
の
主
張
で
あ
る
。

③
の
利
は
、
農
業
の
無
税
化
↓
農
業
の
発
展
↓
物
価
の
下
落
↓
商
工
業
の
発

展
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
論
策
の
中
核
的
論
点
を
な
す
。
そ

れ
を
強
調
し
て
、
こ
う
付
一百
し
て
い
る
。

商
法

ニ
テ
国
ヲ
立
ル
ト
イ
ヘ
バ
、
早
合
点
ニ
テ
考
フ
レ
バ
、
ド
ウ
ヤ
ラ
農

ヲ
廃
ス
ル
カ
ト
思
フ
人
モ
ア
ル
ベ
ケ
レ
ド
モ
中
々
左

ニ
ア
ラ
ズ
、
農
税
ヲ

取
ラ
ズ
、
農
ヲ
使
テ
益
々
盛
ナ
ラ
シ
ム
ル
法
ナ
リ
、
返
ス
ガ
ヘ
ス
モ
了
簡

違
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

こ
の
立
場
か
ら
、
既
往
の
経
世
論
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

当
時
経
済
ノ
説
亦
多
シ
、
大
抵
農
ノ
租
税
ヲ
益
シ
、
商
ヨ
リ
新
二
借
り
、

又
ハ
旧
借
ヲ
返
サ
ズ
、
兵
士
ノ
禄
ヲ
減
ジ
、
貨
幣
ヲ
改
造
ス
ル
等
二
過
ギ

ズ
。
農
税
ヲ
益
シ
、
商
ヨ
リ
借
リ
ナ
ド
ス
レ
バ
、
下
ノ
怨
ヲ
取
り
、
兵
士

ノ
禄
フ
減
ズ
レ
バ
武
備
弛
ミ
、
貨
幣
フ
改
造
ス
レ
バ
、
物
価
平
カ
ナ
ラ
ズ
、

此
等

ハ
皆
行
フ
テ
弊
ア
ル
コ
ト
ニ
テ
拙
ナ
ル
者
ナ
リ
、
論
ズ
ル
ニ
足
ラ
ズ
。

既
往
の
経
世
論
の
多
く
は
、

（
イ
）
貢
租
増
徴
、

（
口
）
大
名
貸

へ
の
依
存
、

（
ハ
）
家
臣
の
俸
禄
削
減
、　
↑
じ

貨
幣
改
鋳
で
あ
り
、

（
イ
）

。

（
口
）
は

民
衆
と
の
対
立
、

（
ハ
）
は
軍
備
の
弱
体
化
、　
Ｔ
こ

は
物
価
の
騰
貴
を
ま
ね

く
な
ど
の
弊
害
を
と
も
な
う
と
い
う
。

働
　
危
機
の
シ
ナ
リ
オ

こ
の
主
張
を
、
農
業
立
国
の
以
下
の
三
害
を
挙
げ
て
補
強
す
る
。

①
農
ヨ
リ
租
税
ヲ
収
ム
ル
ヲ
以
テ
、
余
程
肥
映
ノ
地

二
非
ザ
レ
バ
、
勤
メ

耕
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
、
利
潤
少
シ
。
故

二
山
野
日
二
荒
廃
シ
、
物
価
日
二
高

直
二
成
行
キ
、
農
工
商
倶
二
衰
へ
、
国
モ
亦
之
二
従
テ
衰
フ

②
元
来
地
カ

ハ
、
限
リ
ア
ル
者
ナ
リ
、
地
カ

ニ
限
リ
ア
ル
故

二
産
物
二
限

リ
ア
リ
、
産
物
二
限
リ
ア
ル
故
二
租
税
二
限
リ
ア
リ
。
然
ル
ニ
世
ノ
中
ノ

事

ハ
、
次
第
次
第

二
事
繁
ク
成
行
ク
者
ナ
レ
バ
、
之
二
随
テ
費
用
ノ
増
加

ス
ル
コ
ト
限
リ
ナ
シ
、
夫
レ
費
用
ノ
増
加
ス
ル
ニ
限
ナ
ク
シ
テ
、
租
税
ニ

限
リ
ア
リ
、
其
ノ
勢
貧
窮
二
至
ラ
ザ
ル
コ
ト
フ
得
ズ
、
是
レ
当
然
ノ
理
ナ

リ
。
是
ノ
故
二
必
ズ
シ
モ
奢
ラ
ズ
、
下
必
シ
モ
怠
ラ
ズ
ト
雖
モ
、
上
下
倶

二
衰
微
ヲ
免
レ
ズ
、

③
商

ハ
元
ヨ
リ
富
ム
ベ
キ
者
ナ
リ
、
故
二
外
国
貿
易
ノ
事
起
ラ
ザ
ル
前
ヨ

リ
既
二
商
人
ノ
権
強
シ
。
況
ヤ
貿
易
開
ケ
ン
ト
ス
ル
時
二
当
テ
、
猶
ホ
何

日
迄
モ
旧
来
ノ
農
法
ヲ
固
執
セ
バ
、
農
民

ハ
次
第

二
商
人
ト
ナ
リ
、
田
野

次
第
二
荒
廃
シ
、
国
家
ノ
経
済
次
第
二
窮
殖
シ
、
海
陸
武
備
次
第
二
弛
緩

シ
、
而
シ
テ
商
ノ
ミ
日
二
外
人
卜
親
シ
ミ
、
利
権
ヲ
撞
ニ
シ
、
勢
威
日
ニ

張
皇
二
至
ル
ベ
シ
。　
一
旦
非
常
ノ
事
ア
レ
バ
、
其
ノ
害
測
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、

①
の
害
は
、
農
業

へ
の
課
税
↓
農
業
の
衰
退
↓
物
価
の
騰
貴
↓
農
工
商
＝
経

済
全
体
の
衰
退
＝
国
の
衰
退
と
い
う
、
経
済
破
綻
の
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

②
の
害
は
、
地
力
の
限
界
に
由
来
す
る
収
税
の
限
界
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

歴
史
の
展
開
↓
社
会
の
複
雑
化
↓
財
政
の
膨
張
を
必
然
的
な
過
程
と
み
る
、　
一

種
の
発
達
史
観
に
、
神
田
が
立

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
立

場
か
ら
、
収
税
に
限
界
が
あ
る
以
上
、
領
主
財
政
の
悪
化
と
農
民
の
窮
乏
は
、

領
主

・
農
民
双
方
の
姿
勢
や
努
力
と
い
っ
た
主
体
的
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら

な
い
、
不
可
避
的
に
お
こ
る
客
観
的
な
構
造
的
丞
盾
の
所
産
と
理
解
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
危
機
の
究
極
的
打
開
策
を
主
体
の
変
革
に
求
め
る
儒
学
的
発
想
の
大

勢
と
、
神
田
が
す
で
に
決
別
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

③
の
害
は
、
農
業

へ
の
課
税
↓
農
民
の
商
人
化
↓
農
業
の
衰
退
↓
財
政
の

悪
化
↓
軍
備
の
弱
体
化
↓
外
国
人
と
癒
着
し
た
商
人
に
よ
る
経
済
的
利
権
の

独
占
↓
国
家
非
常
時
に
お
け
る
危
機
的
事
態
の
招
来
と
い
う
、
政
治
危
機
の
シ

ナ
リ
オ
で
あ
る
。

０
　
商
業
立
国
論
の
背
景
―
―
風
土
比
較
論

か
か
る
商
業
立
国

（
＝
課
税
）
論
を
と
る
に
い
た

っ
た
背
景
に
は
、
①
東
西

の
風
土
比
較
論
と
、
②
近
世
国
家
の
内
外
政
策
が
閉
塞
状
況
に
あ
る
と
す
る
現

状
認
識
、
そ
し
て
③
東
西
の
政
治
比
較
論
が
あ
る
。
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東
方
諸
国
＝
農
業
立
国
↓
貧
窮
、
西
洋
諸
国
＝
商
業
立
国
↓
富
裕
と
い
う
差

異
を
生
ず
る
由
来
を
、
東
西
の
風
土
の
違
い
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

西
洋
諸
国
は
、
清
地
な
る
が
故
に
貿
易
に
向
か
い
、
富
裕
に
な

っ
た
と
す
る
。

西
洋
諸
国
地
質

一
様
ナ
ラ
ズ
ト
雖
ド
モ
、
大
抵
清
土

ニ
シ
テ
、
殊

二
和

蘭
、
英
吉
利
ノ
如
キ
ハ
、
寒
国
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
地
ヨ
リ
産
ス
ル
所
ノ
物
、

至
テ
少
シ
。
少
レ
ド
モ
方
今
ノ
如
ク
、
強
大
富
盛
二
至
リ
タ
ル
ハ
、
多
年

ノ
間
力
を
尽
シ
テ
貿
易
ヲ
勤
ム
ル
ニ
依
レ
リ
。
若
シ
西
洋
諸
国
ニ
テ
、
農

ヲ
以
テ
国
ヲ
立
シ
ナ
ラ
バ
、
其
ノ
国
夙
二
自
滅
ス
ベ
シ
。

一
方
、
東
方
諸
国
は
、
肥
沃
な
土
地
に
依
存
し
て
工
業
や
商
業
を
発
達
さ
せ

ず
、
そ
の
た
め
有
限
な
地
力
が
減
衰
し
、
無
限
の
利
を
も
た
ら
す
貿
易
に
依
拠

す
る
西
洋
諸
国
に
後
れ
を
と
る
に
い
た
っ
た
と
み
る
。

東
方
諸
国

ハ
、
地
質
肥
工
物
産
多
キ
ヲ
以
テ
エ
商
ノ
業
ヲ
専
ニ
セ
ズ
ト
雖

ド
モ
、
自
滅

マ
デ
ニ
ハ
至
ラ
ザ
レ
ド
モ
、
前
ニ
モ
云
ヘ
ル
如
ク
、
交
易
ノ

利

ハ
限
ナ
ク
、
農
業
ノ
利

ハ
限
ア
ル
者
ナ
リ
。
左
レ
バ
有
限
ハ
無
限
二
勝

タ
ヌ
道
理
ニ
シ
テ
、
元
来
肥
土
ノ
国
ナ
レ
ド
モ
、
遂
二
清
土
ノ
民
二
悔
ラ

ザ
ル
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
、
誠
二
歎
息

ニ
タ
ヘ
ザ
ル
事
ナ
リ
。

こ
の
東
西
風
土
比
較
論
は
、
風
土
上
の
条
件
に
対
す
る
姿
勢
の
差
異
―
―
依

存
か
克
服
か
―
―
に
比
較
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
点
で
、
単
な
る
風
土
論
と
看

倣
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
構
造
を
変
革
す
る
作
為
に
こ
そ
繁
栄
の
根
拠
を
見

出
し
て
い
る
こ
と
は
、
経
世
論
的
思
性
の
帰
結
の

一
つ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い

る
と
も
言
え
よ
う
。

０
　
商
業
立
国
論
の
背
景
―
―
―
現
状
認
識

神
田
の
議
論
は
、
次
の
よ
う
な
現
状
認
識
に
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

当
今
ノ
勢
ヲ
見
ル
ニ
、
武
備
ハ
元
ヨ
リ
急
務
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
其
ノ
武

備
ヲ
整
ン
ト
ス
レ
バ
、
費
用
ヲ
民
ヨ
リ
取
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
民
ヨ
リ

之
ヲ
取
レ
バ
、
民
怨
ミ
内
乱
ノ
恐
レ
ア
リ
、
又
民
心
ヲ
収
メ
ン
ト
ス
レ
バ
、

取
立
ヲ
緩
カ
ニ
為
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
取
立
方
ヲ
緩
カ
ニ
ス
レ
バ
、
武
備
ヲ

整
フ
ベ
キ
方
略
ナ
シ
、
故
二
武
備
フ
整
フ
ル
ト
民
心
ヲ
収
ム
ル
ト

ハ
勢
ヒ

桔
樺
ノ
如
ク
、
遂
二
両
全
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
国
二
此
ノ
如
キ
ノ
弊
ア
ル
ハ
、

敵
二
乗
ル
ベ
キ
隙
ヲ
与
フ
ル
ナ
リ
。

外
圧
↓
軍
備
の
強
化
↓
貢
租
の
増
徴
↓
内
乱
と
、
民
心
の
収
攪
↓
貢
租
徴
収

の
緩
和
↓
軍
備
の
弱
体
化
↓
列
強
に
よ
る
侵
略
と
い
う
、

「両
全
ス
ベ
カ
ラ
」

ざ
る
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
に
、
近
世
国
家
が
呪
縛
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
阿
部
正

弘
幕
閣
に
お
け
る
異
国
船
打
払
令
復
活
の
可
否
を
め
ぐ
る
評
議
や
、
ペ
リ
ー
の

開
国
要
求

へ
の
対
策
を
め
ぐ
る
論
議
の
う
ち
に
、
再
三
見
出
す
こ
と
が
で
き

る

（６
と

そ
こ
で
は
、
ま
だ
多
分
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
形
で
論
じ
ら
れ
て

い
た
が
、
神
田
は
そ
れ
を
極
め
て
ク
リ
ア
ー
な
形
で
開
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ

２つ
。

０
　
商
業
立
国
論
の
背
景
―
―
―
政
治
比
較
論

さ
ら
に
、
神
田
は
東
西
の
政
治
を
、
い
ず
れ
が
真
の

「仁
政
」
か
、
と
い
う

視
点
か
ら
比
較
し
て
い
く
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
が
次
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
。

英
吉
利
人
ノ
天
竺
ヲ
取
り
、
其
ノ
政
ヲ
為
ス
様
子
フ
察
ス
ル
ニ
、
租
税

ハ

取
ラ
ズ
、
只
専
ラ
ニ
其
ノ
産
物
ヲ
買
ヒ
、
貿
易
ノ
資
ト
ナ
シ
、
且
他
邦
ノ

船
ノ
至
ル
者
ヨ
リ
、
運
上
ヲ
収
ム
ル
ノ
ミ
。
又
天
竺
人
ヲ
使
役
ス
ル
ガ
如

キ
モ
、
若
千
ノ
雇
金
ヲ
与
工
、
当
人
承
知
ノ
上
ナ
ラ
デ

ハ
、
之
ヲ
使
フ
コ

ト
ナ
シ
。

こ
の
出
所
不
明
の
、
い
さ
さ
か
あ
や
し
げ
な
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
支
配
像
は
、

西
洋
諸
国
の
政
治
像

へ
と
拡
張
さ
れ
て
い
く
。

其
他
英
吉
利
二
限
ラ
ズ
、
何
国
ニ
テ
モ
下
民
ヲ
取
扱
フ
コ
ト
極
メ
テ
温
厚

ナ
リ
。

（中
略
）
当
時
西
洋
ニ
テ
ハ
、
商
法
ニ
テ
国
ヲ
立
ル
フ
以
テ
、
末

代
永
久

二
至
ル
迄
農
民
ヨ
リ
租
税
ヲ
取
ル
コ
ト
ナ
シ
。

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
神
田
の
西
洋
知
識
も
、
か
な
り
あ
や
し
く
な
る
。
も

っ

と
も
、
そ
れ
は
、
次
な
る
東
西
の

「仁
政
」
比
較
論
を
組
み
立
て
る
た
め
の
も

の
で
あ

っ
た
。

我
邦
漢
土
等

ハ
、
仁
政
ヲ
以
テ
租
税
ヲ
免
ス
ナ
リ
。
西
洋
人

ハ
利
ヲ
以
テ

租
税
ヲ
取
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
仁
卜
利
ト
ハ
元
ヨ
リ
同
日
ノ
論
ニ
ア
ラ
ズ
。
然

レ
ド
モ
、
農
民
ノ
其
ノ
恵
ミ
ヲ
蒙
ル
ニ
至
テ
ハ
、　
一
年
卜
永
久
卜
、
万
々
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同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
者
ア
リ
、
我
邦
及
漢
土
等
ニ
テ
ハ
、
仁
政
ノ
名
ア
リ
ト
雖

ド
モ
、
深
ク
其
ノ
本
ヲ
推
セ
ハ
、
却
テ
西
洋
商
法
二
仁
政
ノ
実
ア
ル
ニ
如

カ
ズ
。

年
毎
に
貢
租
減
免
の
措
置
を
と
る
、
日
本
や
中
国
な
ど
の

「仁
政
」
よ
り
も
、

農
民
に
課
税
し
な
い
西
洋
諸
国
の
政
治
の
方
が
、
真
の

「仁
政
」
だ
と
し
、

「和
漢
古
聖
人
ノ
法

ハ
方
今
西
洋
商
人
ノ
法

二
若
カ
ズ
」
と
ま
で
言
い
切
る
の

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

「聖
人
」
が
現
在
に
臨
め
ば
、

「必
ズ
時
一一依
り
変
ニ

従
し
、
至
大
至
仁
ノ
政
ヲ
立
」
て
る
は
ず
だ
と
し
、
そ
れ
が
自
分
の
商
業
立
国

（
＝
課
税
）
論
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

０
　
幕
府
の
貿
易
政
策
へ
の
批
判

神
田
の
筆
鉾
は
、
貿
易
に
消
極
的
な
幕
府

へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。

官
府
ニ
テ
、
航
海
貿
易
モ
兎
角
二
好
マ
セ
ラ
レ
ザ
ル
ヨ
リ
、
英
吉
利
和
蘭

ノ
官
吏
等
寄
合
セ
シ
時
、
其
ノ
内

一
人
、
日
本

ハ
、
此
ノ
如
キ
体
タ
ラ
ク

ニ
テ
、
行
末

ハ
如
何
成
行
ベ
キ
ヤ
ト
云
ヒ
シ
ニ
、
銘
々
入
札
ス
ベ
シ
ト
云

ヒ
テ
、
ヤ
ガ
テ
紙
片
二
各
異
見
フ
記
シ
出
シ
タ
ル
ニ
、
両
人
共
同
説

ニ
テ

何
レ
モ
肥
前
力
、
薩
摩
ノ
内
ニ
テ
、
程
ナ
ク
大
権
ヲ
握
ル
ペ
シ
ト
云
ヒ
シ

ト
ゾ
、
亦
以
テ
異
情
ノ

一
端
ヲ
見
ル
ベ
シ
。

イ
ギ
リ
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
外
交
官
の
意
見
が
、
幕
府
か
ら
肥
前
な
い
し
薩
摩

藩

へ
の
政
権
交
代
を
必
至
と
み
る
点
が

一
致
し
た
と
の
情
報
を
紹
介
し
て
、
貿

易
に
対
す
る
姿
勢
を
政
治
的
消
長
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
す
る
の
が
、
西
洋
人
の

政
治
観
だ
と
説
く
。
そ
れ
に
し
て
も
、
久
世

・
安
藤
幕
閣
が
公
武
合
体
政
策
を

す
す
め
て
い
た
文
久
元
年
の
時
点
で
、
そ
の
学
識
を
も
っ
て
幕
府
に
仕
え
て
い

た
神
田
が
、
か
か
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
し
よ
う
。

ｍ
　
論
策
の
出
立
点
―
―
―
対
外
的
危
機
感

内
外
政
策
を
内
乱
と
外
寇
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
か
ら
解
き
放

つ
に
は
商
業
立

国

（
＝
課
税
）
論
の
外
に
は
な
い
と
思
い
き
わ
め
、

「聖
人
」
も
幕
閣
も
眼

中
に
な
い
か
の
如
き
議
論
を
展
開
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
若
さ

（
三
二
歳
）
も
幾
分
か
は
手
伝

っ
て
い
よ
う
が
、
何
よ
り
も
対
外
的
危
機
感
が

働
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
策
の
結
論
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

右
ノ
通
ノ
訳
合
ナ
レ
バ
、
方
今
国
家
ノ
安
全
ヲ
求
メ
ン
ニ
ハ
、
何
卒
旧
制

フ

一
変
シ
、
農
税
ヲ
次
第

二
省
キ
、
工
商
ヲ
次
第
二
盛
ニ
シ
、
貿
易
ヲ
四

方

二
出
テ
行
フ
コ
ト
ラ
主
ト
ス
ベ
シ
。
左
ス
レ
バ
、
土
地
自
ラ
開
ケ
、
人

心
自
ラ
服
シ
、
収
入
自
ラ
増
シ
、
武
備
自
ラ
整
ヒ
、
上
下
自
ラ
富
ミ
、
国

勢
自
ラ

一
振
ス
ペ
シ
。
若
シ
左
モ
ナ
ク
テ
何
日
迄
モ
旧
制
二
泥
ミ
、
農
ヲ

以
テ
立
タ
ル
国
フ
守
ル
ト
キ

ハ
、
事
端
日
二
滋
ク
、
費
用
日
二
加

ハ
リ
、

衆
散
日
二
行

ハ
レ
、
民
心
日
二
散
ジ
、
国
人
ヲ
使
テ
、
日
二
外
国
ヲ
慕
フ

ノ
心
ヲ
生
ゼ
シ
メ
、
国
内
既
二
土
崩
ノ
勢
成
り
、
外
国
亦
益
乗
ル
ベ
キ
ノ

曇
ヲ
得
バ
、
如
何
二
明
君
賢
相
ア
リ
テ
、
日
夜
勤
メ
テ
政
を
行
フ
ト
雖
ド

モ
、
其
ノ
国
ノ
亡
ビ
ザ
ル
者

ハ
未
ダ
之
レ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。

か
な
ら
ず
し
も
内
乱
に
ま
で
は
い
た
ら
な
く
と
も
、
民
心
の
離
反
が
外
寇
を

招
来
し
、
亡
国
に
い
た
る
こ
と
を
、
最
も
怖
れ
て
い
る
。
亡
国
を
防
ぐ
方
策
の

根
幹
は
民
心
の
収
撹
で
あ
り
、
内
外
政
策
は
そ
の
上
に
組
立
て
ら
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

今
じ

維

新

後

の

国

家

経

綸

論

議

０
　

「
日
本
国
当
今
急
務
五
ヶ
条
ノ
事
」

「農
商
弁
」
の
出
立
点
に
み
ら
れ
た
発
想
は
、
維
新
後
も
、
国
家
の
経
綸
を

め
ぐ
る
神
田
の
議
論
の
中
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。　
一
八
六
八

（慶
応
四
）
年
四
月
に
、

「中
外
新
聞
」
第

一
二
号
に
公
表
し
た
提
言

「日
本

国
当
今
急
務
五
ヶ
条
ノ
事
」
（７
）
に
、
そ
れ
が
看
取
で
き
よ
う
。

一
我
日
本

ハ
永
久
独
立
国
タ
ル
ベ
シ
、
決
シ
テ
他
国
ノ
付
属
ト
ナ
ル
可
カ

ラ
ズ
。

二
我
日
本
ヲ
使
テ
独
立
セ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
宜
ク
相
応
セ
ル
国
カ
ヲ
起

サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

三
右
国
カ
ヲ
起
サ
ン
ト
欲
セ
バ
、
日
本
国
中

一
致
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
。
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四
日
本
国
中
ヲ
使
テ

一
致
セ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
宜
ク
国
人
ヲ
使
テ
悉
ク

政
府
ノ
政
二
従

ハ
シ
ム
ベ
シ
。

五
国
人
ヲ
使
テ
政
府
ノ
政

二
従

ハ
シ
メ
ン
ト
欲
セ
バ
、
政
府
二
於
テ
日
本

国
中
の
衆
説
ヲ
採
ル
ベ
シ
。
決
シ
テ

一
方
ノ
説
二
泥
ム
ベ
カ
ラ
ズ
。

右
五
ヶ
条
西
洋
国
法
学
ノ
大
綱
領

二
基
ヅ
キ
テ
、
我
国
当
今
ノ
急
務
ヲ
掲

一ホ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

成
辰
四
月
　
　
　
　
　
　
江
戸
開
成
所
　
神
田
孝
平
識

①

「独
立
国
」
の
地
位
の
保
全
を
国
家
の
第

一
日
標
と
し
、
そ
の
た
め
の
方

策
と
し
て
、
②

「国
力
」
の
振
起
、
③

「国
中

一
致
」
の
確
保
、
④
全

「国
人
」

の

「政
府
ノ
政
」
へ
の
服
従
、
⑤

「国
中
の
衆
説
」
の
採
用
を
列
挙
し
て
い
る
。

②
以
下
の
方
策
は
、
②
の
た
め
に
は
③
が
必
要
と
い
う
具
合
に
、
順
次
、
目
的

と
手
段
の
連
鎖
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
民
心
を
収
撹
で
き
る
政
策
内
容

を
求
め
た

「農
商
弁
」
の
発
想
か
ら
歩
を
進
め
、
そ
う
し
た
政
策
内
容
を
実
現

す
る
た
め
に
、
政
策
決
定
に
あ
た
っ
て

「衆
説
」
の
採
用
が
必
要
だ
と
主
張
す

る
に
い
た
っ
て
い
る
。

②
　

「
江
戸
市
中
改
革
仕
方
案
」

こ
れ
を
政
治
的
文
脈
と
し
て
の

「公
議
政
体
」
論
に
密
着
さ
せ
て
理
解
す
る

の
は
、
当
を
得
ま
い
。
け
だ
し
、
同
じ
四
月
に
、

「中
外
新
聞
』
第

一
八
号
に

公
表
し
た
提
案

「江
戸
市
中
改
革
仕
方
方
策
」
（８
）
が

一
証
左
と
な
ろ
う
。

そ
の
趣
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

幕
府
倒
壊
に
よ
り
、

「江
戸

ハ
元
来
日
本
国
中
諸
大
名
輻
湊
ノ
地
ナ
リ
シ
所
、

時
勢

一
変
シ
、
今

ハ
復
昔
ノ
如
ク
ナ
ラ
ス
、

（中
略
）
眼
前
此
儘
ニ
テ
ハ
立
チ

行
キ
難
キ
姿
」
に
な

っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
市
政
改
革
が
必
要
で
あ

２
つ
。

例
其
改
革
ノ
趣
意

ハ
、
第

一
江
戸
中
ノ
智
恵
卜
カ
ト
ヲ
集
ム
ル
ヲ
肝
要
ト

ス
。
コ
レ
ヲ
集
ム
ル
ノ
法

ハ
、
総
代
会
議
ノ
法
ヲ
設
ク
ル
ニ
在
り
。
今
試

二
其
法
ヲ
論
セ
ハ
、
先
江
戸
市
中
ヲ
廿
組
程
二
分
チ
、
各
組
ノ
中

ニ
テ
地

面
持

ハ
カ
リ
相
集
り
、
入
札
ノ
法
ニ
テ
誠
実
才
能
ア
ル
者
二
人
ヲ
選
ミ
、

是
ヲ
組
中
ノ
総
代
ト
シ
テ
、
奉
行
所
二
差
出
ス
ヘ
シ
。
左
ス
レ
ハ
奉
行
所

ニ
ハ

（中
略
）

一
大
席
ヲ
設
ケ
テ
集
会
セ
シ
ム
可
シ
。
次
二
会
議
ノ
法
ス

ベ
テ
奉
行
ノ
有
意
ニ
テ
モ
、
総
代
人
ノ
中
ヨ
リ
申
出
シ
タ
ル
事

ニ
テ
モ
、

又
ハ
市
中
ノ
者
ヨ
リ
申
立
ル
事

ニ
テ
モ
、　
一
応
必
ズ
奉
行
ノ
手
ヨ
リ
総
代

会
議
二
渡
シ
テ
其
評
議
二
懸
ケ
、　
一
統
承
知
ノ
趣
、
評
決
連
印
ノ
上
二
非

ザ
レ
バ
、
之
ヲ
市
中
二
施
シ
行
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。
且
ツ
何
事

ニ
ヨ
ラ
ス
、
会

議
ニ
テ
可
然
卜
評
決
セ
ハ
、
先
例
無
キ
事
ニ
テ
モ
之
ヲ
行
フ
ヘ
シ
。
又
然

ル
可
ラ
ス
ト
評
決
セ
ハ
、
仮
令
ヒ
旧
来
ノ
仕
来
り
卜
雖
モ
直
二
之
ヲ
廃
止

ス
ヘ
ン
。

「江
戸
中
ノ
智
恵
卜
カ
ト
フ
集
」
め
る
た
め
に
、
総
代
会
議
を
創
設
す
る
。

総
代
は
地
主
の
互
選
で
選
出
さ
れ
る
が
、

「人
材
ヲ
第

一
ト
シ
、
地
面
ヲ
持
タ

ヌ
者
ニ
テ
モ
苦
シ
」
く
な
い
。
奉
行

・
総
代

。
一
般
市
民
の
、
い
ず
れ
の
提
案

で
あ

っ
て
も
、
総
代
会
議
の
評
決
で
承
認
し
れ
な
け
れ
ば
実
施
で
き
ず
、
ま
た

こ
の
会
議
の
決
定
は
何
事
に
よ
ら
ず
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
代
会
議
は
、
奉
行
に
対
す
る
理
事
機
関
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

提
案
は
、
後
年
の
民
会
開
設
推
進
論
者
と
し
そ
の
神
田
の
起
点
を
な
す
と
と
も

に
、
先
の

「衆
説
」
採
用
論
を
、
江
戸
市
政
と
い
う
場
で
シ
ス
テ
ム
と
し
て
具

体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
具
体
化

の
プ

ロ
セ
ス
で
、

「衆
説
」
の
地
位
は
、
単
に
そ
の
採
用
を
要
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
、
そ
れ

に
政
策
決
定
権
を
付
与
す
る
と
い
う
と
こ
ろ

へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

０
　
維
新
後
の
経
綸
論
議
の
性
格

こ
の
よ
う
な
展
開
を
み
る
と
な
る
と
、
神
田
の

「衆
説
」
採
用
論
は
、
維
新

政
権
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
争
う

一
つ
の
立
場
と
適
合
的
な
政
治
的
主
張
と
し
て
の

「公
議
政
体
」
論
に
連
ら
な
る
議
論
と
い
う
よ
り
は
、

「公
議
政
体
」
論
も
ま

た
そ
の
上
壌
が
あ
っ
て
こ
そ
立
論
可
能
と
な
る
、
該
期
に
お
け
る
国
家
統
治
上

の
要
請
に
直
哉
由
来
す
る
も
の
と
み
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
そ
の
要
請
と
は
、
内

乱
か
、
さ
も
な
く
ば
外
寇
を
意
起
せ
ぎ
る
に
お
か
な
い
、
前
述
し
た
政
策
上
の

ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
脱
却

へ
の
模
索
は
、
阿
部
正
弘
幕
閣
下

の

「四
民
共
力
」
論
に
、
そ
の
端
緒
を
見
出
せ
よ
う
（９
Ｙ
　
「農
商
弁
」
か
ら
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こ
こ
に
い
た
る
神
田
の
政
策
的
提
言
も
ま
た
、
こ
の
統
治
能
力
上
の
課
題
を
推

進
動
機
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
発
想
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
想
か

ら
の
提
言
を
行
な

っ
て
い
た
が
故
に
、
維
新
政
権

へ
の
出
仕
も
ま
た
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二

地

租

改

正

の

提

議

（
こ

「
税

法

改

革

ノ

議

」

ｍ
　
地
価
課
税
の
提
案

維
新
政
権
に
出
仕
し
た
神
田
孝
平
の
事
蹟
の
筆
頭
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
が
、
地
租
改
正
を
提
議
し
た
こ
と
で
あ
る
。

一
八
六
九

（
明
治
二
）
年
四
月
、
神
田
は
、
公
議
所
で

「税
法
改
革
ノ

議
■
１０
）
を
提
案
し
た
。

旧
来
ノ
税
法
ヲ
廃
シ
、
田
地
売
買
ヲ
許
シ
、
其
浩
券
直
段
二
準
シ
テ
租
税

ヲ
収
メ
シ
メ
ハ
如
何
。

維
新
政
権
は
、
近
世
の
貢
租
徴
収
体
系
を

「旧
慣
」
と
し
て
し
ば
ら
く
継
続

す
る
方
針
を
と
っ
て
い
た
（Ｈ
Ｆ

こ
の
方
針
は
、
①
旧
制
の
単
純
な
る
継
続
で

は
な
く
、
②
当
初
か
ら
そ
の
改
革
を
合
意
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
③
そ
れ

を
ど
う
改
革
す
る
か
に
つ
い
て
は
爾
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ

・つ
。神

田
は
、
い
ち
早
く
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て

斬
新
な
提
案
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
①
従
来
の
税
制
を
廃
上
し
、
②
田
畑
永

代
売
買
禁
制
の
規
範
下
に
あ
っ
た
田
地
の
売
買
を
許
可
し
、
③
地
価

（
「浩
券

直
段
）
」
に
定
率
課
税
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

②
　
提
案
の
メ
リ
ッ
ト

神
田
は
、
こ
の
提
案
の
メ
リ
ッ
ト
を
、
以
下
の
よ
う
に
、
列
挙
し
て
い
る
。

右
ノ
法

ニ
ス
レ
ハ
、
是

マ
テ
煩

ハ
シ
キ
上
中
下
田
ノ
別
、
石
盛
井
検
見
ナ

ト
云
コ
ト
ニ
及
ハ
ス
、
検
地
モ
要
用
ニ
ア
ラ
ス
、
田
畑
山
野
市
井
村
落
等

一
切
地
税

一
律
二
帰
シ
悉
ク
金
納
タ
ル
ヘ
シ
。

（中
略
）
此
法
ヲ
行
ヘ
ハ
、

其
益
測
ル
可
ラ
ス
、
第

一
農
民
ノ
煩
労
少
ナ
ク
、
運
送
ノ
費
ナ
ク
、
破
船

ノ
患
ナ
ク
、
吏
骨
姦
ヲ
為
ス
コ
ト
ワ
得
ス
。
若
シ
姦
ヲ
為
セ
ハ
、
長
官
坐

ナ
カ
ラ
簿
書
ヲ
案
シ
テ
之
ヲ
純
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
。
詰

マ
リ
民
ヨ
リ
出
テ

シ
タ
ケ
悉
ク
官
二
収
マ
リ
、
途
中
ニ
テ
減
耗
夕

ヽ
ス
。
且
年
々
ノ
収
入
ニ

大
増
減
ナ
ケ
レ
ハ
政
府

ニ
テ
翌
年
ノ
費
用
ヲ
預
メ
算
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ

シ
。
是
最
モ
国
政
ノ
要
件
ナ
リ
。

①
検
地

・
石
盛

（１２
τ

検
見
が
不
要
に
な
る
。
②
全
て
の
地
種
に
対
す
る
課

税
単

一
の
税
法
で
行
な
い
得
る
。
③

「地
税
」
が
悉
皆
金
納
と
な
る
。
④
納
税

に
伴
う
農
民
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
。
⑤
現
物
輸
送
に
伴
う
運
送
費
や
途
中
の

損
失
が
な
く
な
る
。
⑥
姦
吏
に
よ
る
不
正
行
為
を
防
止
で
き
る
。
⑦

「最
も
国

政
ノ
要
件
」
で
あ
る
予
算
制
度
の
導
入
が
可
能
と
な
る
。

要
す
る
に
、
メ
リ
ッ
ト
は
二
つ
あ
る
。

第

一
に
、
徴
税
に
伴
う
労
力
と
経
費
、
損
失
な
ど
を
大
幅
に
軽
減
し
、

「民

ヨ
リ
出
テ
シ
タ
ケ
悉
ク
官
二
収

マ
リ
、
途
中
ニ
テ
減
耗
」
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、

納
税
実
額
と
国
庫
収
入
の
差
異
を
極
少
に
で
き
る
。

第
二
に
、
悉
皆
金
納
で
、
し
か
も
安
定
し
た
税
収
が
得
ら
れ
、
予
算
制
度
の

導
入
が
可
能
に
な
る
。

０
　
公
議
所
で
の
諸
提
案
と
の
比
較
―
―
―
森
　
有
礼

こ
の
神
田
提
案
の
画
期
性
は
、
公
議
所
に
お
け
る
他
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、

明
白
と
な
る
。

例
え
ば
、
後
年
、
神
田
と
同
様
、
明
六
社
同
人
と
な
る
森
有
礼
は
、
明
治

二
年
二
月

「租
税
之
議
」
（１３
）
を
提
出
し
、
①

「以
来
収
租
ノ
議
ハ
米
納
金
納

其
便
宜
二
従
ヒ
、
勝
手
次
第
、
其
収
メ
人
ノ
意
二
任
ス
可
キ
事
。
」
、
②

「以

来
定
額
租
税
ノ
外
、
新
規
租
税
取
立
ノ
儀
ハ
、
公
議
所
ノ
公
議
ヲ
経
ル
向
キ
ハ
、

可
為
厳
禁
事
。
」
、
③

「右
定
額
増
減
ノ
儀
モ
、
同
断
ノ
事
。
」
の
、
三
項
目

を
提
案
し
て
い
る
。
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米
納
か
金
納
か
の
選
択
を
納
税
者
の
選
択
に
委
ね
る
と
い
う
の
は
、
石
高
制

の
決
定
を

「公
議
所
ノ
公
議
」
に
委
ね
た
こ
と
に
も
、
租
税
共
議
権
思
想
の
影

響
を
看
取
で
き
る
よ
う
。
と
は
い
え
、
近
世
以
来
の
貢
租
徴
収
体
系
を
根
幹
か

ら
変
革
し
よ
う
と
す
る
神
田
提
案
に
比
較
し
た
場
合
、
よ
り
微
温
的
な
変
更
、

修
正
の
域
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
だ
ろ
う
。

Ⅲ
　
公
議
所
で
の
諸
提
案
と
の
比
較
―
―
―
加
藤
弘
之

旧
幕
以
来
の
同
僚
で
あ
り
、
明
六
社
同
人
で
、
神
田
と
は
終
生
の
友
人
と
な

る
加
藤
弘
之
も
、
明
治
二
年
四
月
、

「田
地
町
地
面
勝
手
二
売
買
ノ
議
」
（１４
）

を
提
出
し
、
①

「田
地
町
地
面
共
是
迄
表
向
売
買
卜
申
事
ナ
ク
、
皆
譲
渡
卜
申

名
義
ナ
レ
共
、
以
来

ハ
右
表
向
売
買
卜
申
事
、
被
差
許
可
然
事
。
」
、
②

「親

王
公
卿
諸
侯
以
下
士
大
夫

ニ
テ
モ
同
様
、
田
地
町
地
面
フ
買
求
候
義
、
被
差
許

候
方
可
然
事
。
拝
領
屋
敷

ニ
テ
モ
、
売
買
勝
手
次
第
ノ
法
、
被
為
立
可
然

事
。
」
、
③

「此
制
度
被
為
定
候
上

ハ
、
悉
ク
年
貢
取
立
ニ
テ
可
然
事
。
」
の
、

三
項
目
を
提
案
し
て
い
る
。

土
地
売
買
の
解
禁
と
い
う
出
発
点
は
、
神
田
提
案
と
同
様
だ
が
、
神
田
の
よ

う
に
そ
れ
を
税
制
改
革

へ
運
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
土
地
売
買
に
関
す
る
身

分
的
規
制
の
解
除
、
す
な
わ
ち
身
分
制
改
革
の
方
向

へ
と
展
開
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
加
藤
と
神
田
の
関
心
の
相
違
、
す
な
わ
ち
神
田
の
よ
う
な
経
済
や
財
政

の
面
か
ら
国
政
を
考
え
よ
う
と
す
る
発
想
が
加
藤
に
は
乏
し
い
こ
と
と
関
係
が

あ
ろ
う
。

働
　
公
議
所
で
の
諸
提
案
と
の
比
較

―
―
―
麻
生
弼
吉

明
治
二
年
五
月
に
は
、
麻
生
弼
吉
が
、

「商
税
ヲ
増
シ
、
農
税
ヲ
減
ス
ル
ノ

議
」
（１５
）
と

「商
税
及
ヒ
港
税
ヲ
増
ス
ノ
議
」
（１６
）
を
提
案
し
て
い
る
。
後
者

は
前
者
の
補
足
提
案
で
あ
り
、
そ
の
税
制
改
革
案
の
目
的
は
、
次
の
よ
う
に
、

前
者
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。

農
民
ハ
減
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、
人
民
ハ
不
学
二
陥
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
又
大

ニ

窮
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、
若
シ
農
民
減
シ
田
圃
荒
ス
ル
ト
ハ
、
五
穀
不
足
シ

テ
、
飢
窮
ノ
難
ア
リ
、
不
学
二
陥
ル

ヽ
時
ハ
、
人
倫
ノ
道
ヲ
失
ヒ
、
遂

ニ

不
義
不
孝
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
、
少
ナ
カ
ラ
ス
。

（中
略
）
然
リ
ト
雖
モ
、
貢
税

此
儘

ニ
シ
テ
、
農
民
フ
教
育
シ
、
学
術
ヲ
知
ラ
シ
メ
ハ
、
農
ヲ
止
メ
士
ト

ナ
リ
商
ト
ナ
リ
、
或

ハ
他
二
変
ス
ル
モ
ノ
多
ク
シ
テ
、
荒
蕪
ノ
地
ヲ
増
ス

ニ
至
ル
ヘ
シ
、
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
田
圃
ノ
税
重
ク
シ
テ
、
士
商
二
比
ス
レ

ハ
其
労
十
倍
ニ
シ
テ
、
常

二
廉
食
ヲ
食
ヒ
弊
衣
ヲ
著
シ
、
日
夜
辛
苦
シ
テ
、

漸
ク
凍
餓
ノ
患
フ
免
ル
ヘ
シ
、
実
二
哀
慇
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
故
二
商
税

ヲ
増
シ
、
農
税
ヲ
減
セ
ハ
逸
労
平
均
シ
テ
、
自
カ
ラ
農
民
繁
盛
二
至
ル
、

期
シ
テ
待
ツ
ヘ
シ
、
是
命
セ
ス
シ
テ
、
農
ヲ
勧
メ
、
荒
蕪
ヲ
開
拓
シ
物
産

ヲ
増
加
ス
ル
ノ
策
ニ
シ
テ
、
国
富
ミ
財
足
ル
「
、
自
然
ノ
理
ナ
リ
。

社
会
秩
序
の
保
全
の
た
め
に
、
農
民
の
教
育
が
必
要
だ
が
、
教
育
を
施
せ
ば
、

税
負
担

・
労
働

・
生
活
を

「士
商
」
と
比
較
し
て
、
離
農
す
る
こ
と
は
必
至
で

あ
る
。

「商
税
」
を
増
税
し
、

「農
税
」
を
減
税
す
れ
ば
、
離
農
を
防
止
し
、

勧
農
の
効
果
を
期
待
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
神
田
の

「農
商
弁
」
と
は
、

「農
税
」
の
無
税
か
減
税
か
の
相
違
は
あ
る
が
、
そ
の
勧
農
効
果

へ
の
期
待
と

い
う
点
で
は
共
通
す
る
。
し
か
し
農
民
教
育
と
関
連
づ
け
た
と
こ
ろ
は
、
麻
生

独
自
の
論
点
で
あ
る
。

「商
税
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
提
案
で
、
次
の
よ
う
に
、
や
や
具

体
的
に
論
じ
て
い
る
。

税
銀

ハ
固
ヨ
リ
其
産
業
二
従
ツ
テ
、
厚
薄
ア
ル
ベ
シ
。
呉
服
物
酒
畑
州
茶

玩
器
妓
楼
料
理
店
劇
場
等

ハ
、
皆
重
税
ナ
ル
ベ
シ
。
穀
類
書
籍
其
他
必
用

ノ
モ
ノ
ハ
、
薄
税
ナ
ル
ベ
シ
。
港
税

二
至
テ
ハ
、
船
ノ
大
小
及
ヒ
碇
泊
中

ノ
日
数

二
従
テ
、
税
銀
ア
ル
ベ
シ
。
右
等
ノ
税
銀
皆
年
限
ヲ
定
メ
次
第
ニ

増
ス
ベ
シ
。

こ
の
よ
う
に
、

「商
税
」
を
増
税
し
て
い
く
と
、
物
価
騰
貴
を
も
た
ら
す
危

惧
が
あ
る
。

税
銀
増
ス
ト
ハ
、
物
価
騰
貴
ス
ル
ハ
、
自
然
ノ
理
ナ
リ
。
然
レ
に
奢
修
ノ

モ
ノ
ニ
シ
テ
、
飢
渇
ノ
難
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
価
騰
貴
ス
ト
雖
モ
、
固

ヨ
リ
憂
患
ス
ル
ニ
、
足
ラ
サ
ル
■
敗
卜
奉
存
候
。

こ
の
危
倶
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
奢
移
品
と
生
活
必
需
品
と
を
区
別
し
て
、

前
者
に
重
税
を
課
す
る
方
針
を
と
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
ら
の
価
格
が
騰
貴
し
て
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も
構
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
惧
や
対
策
も
、
神
田
の

「農
商

弁
」
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
物
価
の
高
低
が
品
目
別
の

税
額
の
軽
重
に
照
応
す
る
と
い
う
想
定
を
裏
付
け
る
経
済
論
が
、
麻
生
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
方
、

「農
税
」
の
方
は
、
た
だ
単
に
減
税
す
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
税

制
の
仕
組
み
を
改
革
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
神
田

提
案
に
は
全
く
及
ば
な
い
。

神
田
提
案
と
麻
生
提
案
を
総
体
と
し
て
比
較
し
た
場
合
、
奇
妙
な
こ
と
に
、

勧
農
効
果
を
重
視
す
る
政
策
論
の
次
元
で
は
、
麻
生
の
方
が

、農
商
弁
」
の
発

想
に
近
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
神
田
提
案
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

「農
税
」
に
つ
い
て
、
そ
の
無
税
化
は
も
と
よ
り
、
減
税
さ
え
考
慮
の
外
に
あ

る
。
そ
れ
で
は
、

「農
商
弁
」
と
神
田
提
案
が
全
く
断
絶
し
た
も
の
か
と
言
え

ば
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
地
価
課
税
と
い
う
提
案
の
背
後
に
あ
る
経
済
認
識

は
、
や
は
り
過
大
評
価
と
も
言
う
べ
き
、
市
場
経
済
化
の
想
定
で
あ
り
、
提
案

で
は
そ
れ
が
土
地
の
商
品
化
と
い
う
形
を
と

っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
明
治
二
年
の
提
案
で
は
示
唆
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
翌
年

の
再
提
案
で
は
、
後
述
の
如
く
、
明
言
さ
れ
て
い
る
。

０
　
公
議
所
で
の
諸
提
案
と
の
比
較
―
―
―
近
藤
門
造

し
か
し
、
こ
う
し
た
神
田
提
案
の
発
想
と
は
、
正
反
対
の
考
え
方
も
存
在
す

る
。
神
田
の
も
の
と
同
じ
四
月
、
近
藤
門
造
は
、　
選
示止
田
地
売
買
之
議
■
１７
）

を
提
出
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

民
ハ
公
田
ヲ
耕
シ
、
租
税
フ
収
メ
、
其
余
粟
ヲ
以
テ
、
吾
ロ
ニ
給
ス
ル
ハ
、

本
業
ナ
リ
。
今
ヤ
民
公
田
ヲ
私

ニ
シ
、
質
地
或

ハ
譲
地
卜
号
シ
、
全
ク
売

地
二
致
ン
タ
ル
分

ハ
、
豪
農
富
商
ノ
為
メ
ニ
掠
奪
セ
ラ
レ
、
小
民

ハ
其
田

ヲ
借
作
シ
テ
、
租
税
ヲ
両
端
二
収
メ
、
生
活
ノ
道
益

゛
乏
キ
ニ
至
ラ
ン
。

元
来
公
田
ヲ
私

二
売
買
ス
ル
ノ
理
ハ
、
之
レ
有

マ
ジ
、
御
維
新
ノ
秋
二
当

り
、
断
然
此
弊
ヲ
禁
止
ス
ル
方
可
然
哉
卜
奉
存
候
。

土
地
＝

「公
田
」
論
の
立
場
か
ら
、
田
地
売
買
の
完
全
禁
止
を
求
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
神
田
や
加
藤
の
提
案
は
論
外
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

公
議
所
で
の
こ
れ
ら
の
諸
提
案
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
神
田
の
提
案
が
何
に

一
頭
抜
き
ん
出
た
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

０
　
地
価
の
決
定
方
法

そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
神
田
提
案
の
内
容
に
吟
味
を
加
え
て
い
く
こ
と

に
し
よ
う
。

ま
ず
は
、
地
価
の
決
定
方
法
で
あ
る
。

浩
券
ニ
ハ
役
所
ノ
割
印
ヲ
押
ス
ヘ
シ
。
中
ニ
ハ
税
ヲ
減
セ
ン
ト
テ
浩
券
直

段
ヲ
下
ケ
ル
者
モ
ア
ラ
ン
。
故
二
之
フ
防
ク
ノ
法
先
ヅ

一
法
ヲ
立
テ
、
元

直
段
高
価
二
買
ハ
ン
ト
云
者
ア
ラ
ハ
之
ヲ
売
ル
ヘ
シ
、
之
ヲ
売
ル
コ
ト
ワ

好
マ
サ
レ
ハ
付
直
段
通
リ
ニ
浩
券
ヲ
改
メ
、
且
ツ
付
ケ
タ
ル
者

二
金
高
ノ

五
分
ヲ
与
ヘ
テ
断
リ
フ
云
ハ
レ
ム
ヘ
シ
。

田
地
の
売
買
に
あ
た
っ
て
売
主
か
ら
買
主
に
与
え
る
浩
券

（売
券
）
に
は
、

当
然
、
地
目
と
そ
の
売
買
価
格

（地
価
）
、
当
事
者
双
方
の
名
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
、
町
村
役
人
が
売
買
事
実
を
確
認
し
て
浩
券
に
証
印
す
る
こ
と

も
行
な
わ
れ
て
い
た
。
神
田
は
、
そ
こ
に
着
眼
し
て
、
浩
券
す
べ
て
に
役
所
で

の
証
印
を
義
務
づ
け
、
そ
こ
で
把
捉
さ
れ
る
地
価
に
課
税
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。

Ｑ
　
提
案
の
問
題
点
―
―
地
価
課
税

こ
こ
に
は
幾
つ
か
の
問
題
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。

第

一
に
、
元
来
、
浩
券
は
売
買
行
為
に
伴

っ
て
作
成
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
か

ら
、
①
す
べ
て
の
田
地
が
売
買
行
為
を
経
て
現
在
の
所
持
者
に
よ
っ
て
取
得
さ

れ
て
お
り
、
し
か
も
②
そ
の
際
、
か
な
ら
ず
浩
券
が
作
成
さ
れ
て
い
る
、
と
の

前
提
に
立
た
な
い
限
り
、
浩
券
す
べ
て
に
役
所
で
の
証
印
を
義
務
づ
け
る
こ
と

で
、
す
べ
て
の
田
地
の
地
面
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
浩

券
＝
地
価

へ
の
課
税
と
い
う
提
案
に
と
っ
て
、
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い

て
、
明
快
な
形
で
の
言
及
は
、
こ
こ
で
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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０
　
提
案
の
問
題
点
―
―
地
価
の
申
告

も

っ
と
も
、
地
価
を
申
告
さ
せ
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
新
税
制

の
施
行
時
に
、
は
じ
め
て
浩
券
を
作
成
す
る
ケ
ー
ス
も
想
定
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
申
告
方
式
が
第
二
の
問
題
を
惹
起
す
る
。
す
な

わ
ち
、
税
負
担
軽
減
の
た
め

「不
当
」
に
低
く
地
価
を
申
告
す
る
ケ
ー
ス
が
あ

り
得
る
。

神
田
は
、
売
却
強
制
を
も
っ
て
、
そ
の
対
策
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
申
告
地

価
よ
り
高
い
価
格
で
の
買
収
希
望
者
が
出
現
し
た
場
合
、
地
価
を
そ
の
買
収
希

望
価
格
に
改
め
た
上
、
現
在
の
所
持
者
は
、
①
そ
の
新
地
価
で
買
収
希
望
者
に

売
却
す
る
か
、
そ
れ
と
も
②
新
地
価
の
五
分
を
買
収
希
望
者
に
支
払

っ
て
売
却

を
拒
否
す
る
か
の
、
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

ｍ
　
提
案
の
問
題
点
―
―

「
不
当
」
地
価
の
認
定

仮
に
、
こ
う
し
た
売
却
強
制
で
申
告
方
式
の
難
点
を
解
決
で
き
る
と
し
て
も
、

そ
も
そ
も
、
申
告
さ
れ
た
地
価
を

「不
当
」
と
看
倣
す
基
準
は
何
か
、
と
い
う

第
二
の
問
題
が
残
る
。

こ
れ
は
、
以
下
の
税
率
決
定
方
法
と
密
接
に
関
連
し
て
い
よ
う
。

今
之
ヲ
行

ハ
ン
ニ
ハ
先
ツ
其
地
二
三
十
年
間
ノ
平
均
物
成
高
ヲ
、
方
今
ノ

相
場
二
積
リ
テ
、
金

二
直
シ
、
次
二
其
地
ノ
浩
券
直
段
ノ
惣
金
高
ヲ
求
メ

テ
、
之
二
前
ノ
物
成
高
ヲ
割
付
ク
レ
ハ
、
即
チ
其
税
額
ヲ
知
ル
コ
ト
フ
得

へ
ンヽ
。

つ
ま
り
、

「其
地
」
の
税
率
は
、
次
の
式
倒
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

判
番
坤
菌
滋
懸
■
き
ヨ
秀
懸
＝
慾
擬

ム
●
）

当
然
、
新
税
額
は
次
の
式
Ｕ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。

諄
自
δ
懸
×
滋
＝
＝
導
薄
懸
…

囀
さ
潮
薗
鏃
＝
奪
慾
饉
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
０

要
す
る
に
、
新
税
額
が
従
来
の
貢
租
額
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
税
率
は
決

定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ｍ
　
提
案
の
問
題
点
―
―
―
税
率
の
差
異

そ
う
な
る
と
、
税
率
が

「其
地
」
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
よ
い
の
か
、
と
い

う
第
四
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
し
か
し
、
税
率
の
差
異
は
、
地
価
を
操
作

す
れ
ば
、
解
消
で
き
よ
う
。
こ
の
辺
に
、
申
告
さ
れ
た
地
価
を

「不
当
」
と
看

倣
す
基
準
の
所
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
な
が
ち
邪
推
と
は

言
え
な
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ｍ
　
提
案
の
問
題
点
―
―
―
税
率
決
定
の
単
位

そ
れ
に
し
て
も
、

「其
地
」
と
は

一
体
何
か
。
こ
れ
が
第
五
の
問
題
で
あ
る
。

町
村
、
府
藩
県
、
国
郡
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
は
全
く
別
個
に
新

し
い
徴
税
区
域
を
設
定
す
る
の
か
。
神
田
は
、

「其
地
」
の
中
身
に
つ
い
て
は
、

何
ら
説
明
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
提
案
は
、
公
議
所
で
の

「郡
県

・
封
建
」
を
め
ぐ
る

「国
体
」

論
議

（明
治
二
年
五
月
、
１８
）
や
ヽ
版
籍
奉
還
の

一
般
聴
許

（同
年
六
月
）
に

先
行
す
る
も
の

（同
年
四
月
）
で
あ
り
、
現
存
す
る
府
藩
県
と
い
う
地
方
統
治

の
枠
組
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

「其
地
」
と
は
、
府
藩
県
か
、
そ
の
徴
税
単
位
を
な
す
町
村
、
す
な
わ
ち
村
請

制
町
村

（１９
）
の
、
い
ず
れ
か
と
な
る
。
近
世
以
来
の
地
方
統
治
の
枠
組
が
基
本

的
に
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
の
下
で
、
納
税
者
サ
イ
ド
に
税
率
の
差
異

に
反
発
が
ま
ず
も

っ
て
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
府
藩
県
相
互
間
の
そ
れ
で
は
な

く
、
町
村
相
互
間
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
税
率
の
統

一
な
い
し
近
似
化
の

た
め
に
、

「其
地
」
相
互
間
で
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
地
価
操
作
も
、
あ
ま
り

大
幅
な
も
の
は
、
か
え
っ
て
納
税
者
サ
イ
ド
の
反
発
を
ま
ね
く
し
、
先
の
競
売

処
分
の
方
法
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
勘
案
す
る
と
、
神
田
の

「其
地
」

と
は
村
請
制
町
村
が
最
も
適
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

右
の
両
式
を
合
成
す
る
と
、
次
の
式
同
が
成
り
立
つ
。

欄
Ｓ
川
前
懸

首
自
δ
懸
×

こ
れ
は
、
結
局
、

導
薄
螢

首

自

み

艤

次
の
等
式
Ｕ
と
な
る
。

ム
σ
）

人
ｏ
）
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的
　
提
案
の
問
題
点

―
―

売
却
強
制
の
法
的
根
拠

と
こ
ろ
で
、
先
の
売
却
強
制
だ
が
、
国
家
が
か
か
る
強
制
処
分
を
行
な
い
得

る
法
的
根
拠
は
何
か
、
と
い
う
第
六
の
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
課

税
対
象
額
を
不
当
申
告
し
た
脱
税
者
に
対
す
る
財
産
処
分
が
税
法
上
妥
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
供
た
な
い
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
よ
り
根
源
的
な
次
元

の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
処
分
と
い
う
、
あ
か
ら
さ
ま
な
所
有
権
に

対
す
る
制
限
措
置
さ
え
効
じ
得
る
、
国
家
の
有
す
る
徴
税
権
の
法
的
根
拠
は
何

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
課
税
額
が
平
自
真
租
額
と
変
ら
ぬ
よ
う

に
、
国
家
が
税
率
を

一
方
的
に
決
定
し
得
る
法
的
根
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い

る
。
こ
の
問
題
は
、
地
租
改
正
と
そ
の
所
産
た
る
改
租
地
租
の
法
的
性
格
の

根
本
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
既
に
別
途
に
検
討
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ

る
（２０
Ｙ

）〓
」
で
は
ヽ
地
租
改
正
を
発
議
し
た
、
こ
の
神
田
提
案
に
お
い
て
、

右
の
法
理
上
の
根
本
問
題
に
、
何
ら
の
言
及
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
だ
け
を
、
確

認
し
て
お
く
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

（
二

）

「
田

税

改

革

議

」

ｍ
　
再
提
案
の
特
徴

神
田
は
、　
一
八
七
〇

（明
治
三
）
年
六
月
、

「田
税
改
革
議
」
（２‐
）
お
い
て
、

明
治
二
年
の
提
案
を
再
度
提
議
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
①
従
来
の
貢
租
微
収

体
系
の
弊
害
と
提
案
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
詳
論
す
る
と
と
も
に
、
②
地
価
課

税
の
方
法
を
修
正
し
つ
つ
よ
り
具
体
化
す
る

一
方
、
③
地
価
課
税
案

へ
の
批
判

に
反
論
を
く
わ
え
て
い
る
。

②
　
旧
制
の
特
徴
と
弊
害

ま
ず
冒
頭
で
、
従
来
の
貢
租
徴
収
体
系
を
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。

病

二
案
ス
ル
ニ
、
我
邦
従
来
田
税
ノ
法

ハ
、
地
ノ
広
狭
卜
肥
清
ト
ラ
計
リ

且
ツ
歳
ノ
豊
凶
ヲ
察
シ
、
生
ス
ル
所
ノ
者
何
二
限
ラ
ス
総
テ
米
ニ
テ
納
ム

ル
ナ
リ
。

そ
の
特
徴
と
し
て
、
①
検
地
、
②
石
盛
、
③
検
見
、
④
来
納
の
四
点
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「此
件
々
皆
其
弊
ア
リ
。
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
そ
の
弊
害
を
詳
論
し
て
い
る
。
就
中
、

「米
納
ノ
弊
亦
頗
甚
シ
。
」

と
、
米
納
の
弊
害
を
強
調
し
、
と
り
わ
け
予
算
が
立
た
な
い
こ
と
を
最
大
の
弊

害
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

官
既
二
貢
米
ヲ
収
メ
、
復
之
ヲ
売
テ
金
二
代
へ
、
以
テ
万
機
ノ
費
用
二
供

ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
米
価
ノ
高
下
二
従
テ
政
府
ノ
用
途
盈
縮
定

マ
ラ
ス
。

就
テ
ハ
翌
年
ノ
経
済
ヲ
今
年
ヨ
リ
予
算
ス
ル
コ
ト
能

ハ
ス
。
俗
二
所
謂
成

行
次
第
ナ
リ
。
是
等

ハ
弊
害
ノ
最
モ
大
ナ
ル
者
力
。

こ
う
し
た
旧
制
の
特
徴
と
弊
害
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
よ
り
詳
し
く
は
な

っ

て
い
る
が
、
最
初
の
提
案
と
比
較
し
て
、
と
り
た
て
新
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

０
　
提
案
の
修
正
―
―
―
売
却
拒
否
代
償
額
の
引
き
上
げ

再
提
案
に
あ
た
っ
て
、
最
初
の
提
案
に
、
若
千
の
修
正
と
追
加
が
な
さ
れ
て

い
る

。
修
正
点
の

一
つ
は
、
最
初
の
提
案
で
は
、
売
却
拒
否
の
代
償
と
し
て
買
収
希

望
者
に
対
し
て
、
買
収
希
望
価
格
の
五
分
を
支
払
う
と
し
て
い
た
の
を
、
次
の

よ
う
に
、　
一
割
に
引
き
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

売
ル
コ
ト
フ
欲
セ
サ
レ
ハ
付
直
段
通
リ
ニ
浩
券
直
段
ヲ
改
メ
、
且
其
直
段

ノ

一
割
ヲ
与
ヘ
テ
之
ヲ
謝
ス
ヘ
キ
由
ヲ
預
メ
訓
諭
ス
ヘ
シ
。

（傍
点
は
引

用
者
）

的
　
提
案
の
追
加
―
―
―
小
役
所
の
設
置

再
提
案
に
あ
た

っ
て
、
浩
券
の
官
吏
と
徴
税
に
、
追
加

・
修
正
の
重
点
が
お

か
れ
て
い
る
。
そ
の
要
は
小
役
所
の
設
置
で
あ
る
。

例
又
府
県
ノ
下
ニ
ハ
郡
司
ト
カ
御
役
所
ト
カ
名
ツ
ケ
タ
ル
小
役
所
ヲ
置
キ
、

五
村
若
ク
ハ
十
村
ヲ
官
シ
、
管
内
田
地
ノ
事
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ベ
シ
。

府
県
の
下
に
、
小
役
所

（名
称
は
郡
司
な
い
し
御
役
所
）
を
設
置
し
、
五
ま

た
は

一
〇
ヶ
村
の

「田
地
ノ
事
」
を
管
掌
さ
せ
る
、
と
い
う
。
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働
　
提
案
の
追
加
―
―
―
浩
券
帳
の
備
置

小
役
所
が
管
掌
す
る

「田
地
ノ
事
」
の
具
体
的
な
中
身
は
何
か
。　
一
つ
は
、

浩
券
帳
を
備
え
置
い
て
、
浩
券
を
管
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。

其
法
、
役
所
二
田
券
帳
ヲ
置
キ
シ
、
諸
田
券
フ
書
留
メ
、
本
紙
卜
割
印
ヲ

為
シ
、
田
価
低
昂
ア
ル
毎
二
書
替
ヲ
為
シ
、
税
ヲ
収
ム
ル
時
ニ
ハ
、
此
帳

面
ノ
浩
券
高
ニ
ク
ラ
ベ
、
之
ヲ
受
取
ル
ナ
リ
。
其
他
何
人

二
限
ラ
ス

一
覧

ヲ
乞
フ
者
ア
レ
ハ
之
ヲ
許
シ
、
写
シ
フ
乞
フ
者
ア
レ
ハ
、
相
当
ノ
写
料
ヲ

取
リ
テ
之
ヲ
写
シ
官
印
を
付
シ
、
証
拠
ト
ナ
ル
ヘ
キ
様
ニ
シ
テ
、
是
ヲ
与

フ
ヘ
シ
。
是
レ
度
外
二
廉
価
ナ
ル
田
地
ア
レ
ハ
余
人
ヲ
シ
テ
迫
り
上
ケ
シ

メ
ン
カ
為
ナ
リ
。

小
役
所
に
田
券
帳
な
い
し
浩
券
帳
を
備
え
置
き
、
浩
券
本
紙
と
割
印
し
て
、

そ
の
台
帳
と
す
る
。
地
価
の
昂
低
が
あ
れ
ば
、
浩
券
の
本
紙

・
台
帳
双
方
を
書

き
替
え
る
。
ま
た
、
希
望
者
に
は
、
所
定
の
手
数
料
さ
え
払
え
ば
、
誰
に
で
も
、

証
明
つ
き
で
複
写
を
許
し
、　
、不
当
」
に
低
い
地
価
の
引
き
上
げ
を
は
か
る
と
、

い
う
の
で
あ
る
。

０
　
提
案
の
修
正
―
―
―
税
額
の
決
定
方
法

小
役
所
の
設
置
に
伴

っ
て
、
税
額
の
決
定
方
法
が
、
再
提
案
で
は
左
の
よ
う

に
修
正
さ
れ
て
い
る
。

刃
又
税
金
高
ヲ
定
ム
ル
法

ハ
、
右
二
云
ヘ
ル
小
役
所
ニ
テ
、
浩
券
帳
ヲ
吟

味
シ
、
浩
券
ノ
総
金
高
ヲ
求
メ
、
次
二
二
十
年
間
管
内
ヨ
リ
納
ム
ル
貢
米

ノ
平
均
高
ヲ
求
メ
、
平
均
相
場
ヲ
以
テ
金
高
二
直
シ
、
此
金
高
卜
前
ノ
渚

券
総
金
高
ト
フ
比
較
ス
ル
時

ハ
、
各
浩
券
ノ
税
金
高
ヲ
得
ベ
シ
。

こ
こ
で
の
修
正
は
二
点
で
あ
る
。

一
つ
は
、
税
額
決
定
の
単
位
を
、
小
役
所
の
管
掌
区
域
と
明
示
し
た
こ
と
で

あ
る
。
最
初
の
提
案
で
は
、
前
述
の
如
く
、
村
請
制
町
村
が
最
も
適
合
的
と
判

断
で
き
る
も
の
の
、
神
田
自
身
は
、
た
だ
漢
然
と

「其
地
」
と
の
み
し
て
、
そ

の
中
身
に
つ
い
て
は
何
ら
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
。

も
う

一
つ
は
、
平
均
貢
租
額
の
算
定
年
限
を
、
前
の
よ
う
に

「二
三
十
年
間
」

と
い
う
大
雑
把
な
も
の
で
は
な
く
、
二
〇
年
間
と
明
確
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

０
　
提
案
の
追
加
―
―
―
収
税
方
法

小
役
所
は
収
税
の
上
で
も
要
の
役
割
を
は
た
す
。

納
税
ノ
手
続
二
至
テ
ハ
毎
年

一
定
ノ
期
日
二
至
り
田
主
自
ラ
税
金
ヲ
懐
ニ

シ
、
小
役
所
二
至
り
、
吏
二
渡
シ
受
取
書
ヲ
取
ル
ノ
ミ
、
別
二
姫
労
費
用

ナ
シ
。
吏

ハ
田
券
帳

二
引
合
セ
、
之
ヲ
受
取
り
、
管
内
税
金
ヲ
総
括
シ
テ

上
庁
二
納
ム
。
上
庁

一一
モ
兼
ネ
テ
管
内
小
役
所
ノ
浩
券
合
帳
ヲ
設
ケ
置
キ
、

之
二
引
合
セ
テ
受
取
り
、
総
括
シ
テ
大
蔵
省
に
納
ム
。
大
蔵
省

ニ
ハ
国
中

府
県
ノ
浩
券
総
計
帳
ヲ
設
ケ
置
キ
、
之

二
引
合
セ
テ
受
取
り
、
以
テ
海
内

ノ
税
金
ヲ
統

一
ス
ル
ナ
リ
。

地
主
は
小
役
所
に
納
税
し
、
小
役
所

（浩
券
帳
）
↓
府
県

（浩
券
合
帳
）
↓

大
蔵
省

（浩
券
総
計
帳
）
と
、
順
次
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
帳
簿
と
照
合
の

上
、
収
納
し
て
い
く
、
と
い
う
。

０
　
修
正

・
追
加
の
問
題
点

再
提
案
の
際
の
修
正

・
追
加
が
は
ら
む
問
題
点
は
二
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
小
役
所
の
浩
券
管
理
機
能
を
、
大
島
ら
の
よ
う
に

「
一
種
の
不
動

産
登
記
制
度
を
と
り
い
れ
」
（２２
）
よ
う
と
し
た
も
の
と
評
価
し
て
よ
い
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
税
額
決
定
単
位
と
な
り
、
徴
税

機
能
と
不
可
分
に
連
結
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
村
単
位
で
作
成

・
管
理
さ
れ

た
検
地
帳
と
、
実
質
的
な
機
能
に
お
い
て
、
浩
券
帳
が
ど
こ
ま
で
異
な
る
も
の

に
な

っ
た
だ
ろ
う
か
。
所
有
が
納
貢
か
ら
自
己
を
分
離
し
、
自
足
的
に
定
立
せ

し
め
る
過
程
を
、
土
地
所
有
法
制
の
近
代
化
に
と
っ
て
核
心
的
意
義
を
有
す
る

も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
神
田
の
提
案
か
ら
所
有
の
半
面
の
み
を
割
き

取

っ
て
み
て
も
、
そ
の
評
価
が
十
全
を
期
し
難
い
こ
と
は
多
言
を
要
す
ま
い
。

む
し
ろ
、
利
目
す
べ
き
は
、
小
役
所
の
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
も

う

一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
小
役
所
は
、
浩
券
の
管
理
と
徴
税
と
い
う
、
国
家
の

地
方
統
治
に
お
い
て
、
決
定
的
と
も
言
い
得
る
重
要
機
能
の
点
で
、
町
村
を
介

さ
ず
に
、
地
主
＝
個
別
経
営

（者
）
と
直
接
相
対
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
村
請
制
は
不
要
と
な
り
、
地
方
統
治

の
あ
り
方
の
根
本
的
な
改
変
は
必
至
と
な
ろ
う
。
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０
　
提
案
の
メ
リ
ッ
ト

ーー
ー
地
価
の
自
動
調
節
作
用

再
提
案
に
あ
た
っ
て
、
神
田
は
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
旧
制
の
弊
害

の
克
服
と
い
う
最
初
の
提
案
で
の
議
論
を
繰
り
返
す
と
と
も
に
、
新
た
に
地
価

の
自
動
調
節
作
用
を
挙
げ
て
い
る
。

其
他
此
法
ヲ
行
ヘ
バ
、
地
価
ノ
過
高
ナ
ル
ハ
次
第
二
降
り
、
過
低
ナ
ル
ハ

次
第
二
昂
り
、
民
産
次
第
二
平
均
ヲ
得
ヘ
シ
。
如
何
ト
ナ
レ
ハ
、
民
情
税

ノ
軽
キ
ヲ
欲
セ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
税
ヲ
減
ス
レ
ハ
、
地
価
モ
亦
随

テ
減
ス
。
地
価
減
ス
レ
ハ
買
フ
ベ
シ
ト
云
者
ア
ル
ト
キ
売
ラ
ザ
ル
フ
得
ズ
。

売
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
サ
レ
ハ
地
価
ヲ
増
サ
サ
ル
ヲ
得
ズ
。
地
価
増
セ
ハ
税
モ

亦
随
テ
増
ス
ナ
リ
。
故
二
税
ヒ
ト
リ
随
意

二
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
地
価

ヒ
ト
リ
随
意
二
増
ス
コ
ト
ラ
得
ズ
。
其
間
二
自
然
卜
中
正
ノ
法
定

マ
リ
テ

以
テ
平
均
二
至
ル
ナ
リ
。

地
価
課
税
案
を
実
施
す
れ
ば
、
地
価
と
税
額
が
運
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
減

税
要
求
↓
地
価
低
下
＝
減
税
↓
売
却
圧
力
↓
地
価
上
昇
＝
増
税
の
循
環
が
お
こ

り
、
地
価
が
自
動
調
節
さ
れ
、
民
産
の
平
均
化
が
す
す
む
、
と
い
う
。

右
の
循
環
の
構
図
に
は

一
ヶ
所
難
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
価
が
下
落
し

た
と
き
、
土
地
買
収
の
動
き
が
生
起
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
何
故

「売
ラ

ザ
ル
フ
得
」
な
い
の
か
。
ま
た
、
売
却
を
拒
否
し
た
場
合
、
ど
う
し
て

「地
価

ヲ
増
サ
サ
ル
フ
得
」
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
売
却
強
制
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
小
役
所
で
浩
券
帳
を
公
開
し
て
い
る
こ
と
が
、
生
き
て
く

る
の
で
あ
る
。

神
田
が
提
案
す
る
土
地
売
買
の
自
由
に
は
、

「売
る
自
由
」
は
も
ち
ろ
ん
認

め
ら
れ
て
い
る
が
、

「売
ら
な
い
自
由
」
の
方
は
重
大
な
制
限
を
受
け
て
い
る
。

し
か
も
、　
Ｅ

種
の
不
動
産
登
記
制
度
を
と
り
い
れ
」
た
と
さ
れ
る
仕
組
み
が
、

そ
の
制
限
作
用
を
支
え
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
仕
組
み
を
所
有
の
面
か
ら
評
価
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
も

っ
て
難

し
く
な
ら
ぎ
る
を
得
ま
い
と
お
も
う
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ｍ
　
提
案
へ
の
批
判

上
述
せ
る
と
こ
ろ
は
、
神
田
の
提
案
が
有
す
る
非
近
代
的
側
面
に
留
意
し
た

も
の
で
あ

っ
た
が
、
土
地
法
制
を
め
ぐ
る
該
期
の
思
想
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
の

提
案
の
近
代
的
側
面
が
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
当
然
、
言
及

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

最
初
の
提
案
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

前
篇
改
革
ノ
説
ヲ
之
ヲ
難
ス
ル
者
ア
リ
。
日
ク
、
古

ハ
民
ロ
ヲ
計
リ
テ
土

田
ヲ
給
ス
、
兼
併
ヲ
防
キ
貧
富
ヲ
均
ウ
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
今
俄

二
田
地
売

買
ヲ
許
サ
ハ
、
古
法

二
反
シ
後
害
ヲ
生
ス
ル
ノ
怖
レ
ナ
キ
ヲ
得
ン
ヤ
。

こ
れ
は
、
前
述
し
た
公
議
所
で
の
議
論
の
う
ち
、
近
藤
門
造
に
よ
る
、
土

地
＝

「公
田
」
論
の
立
場
か
ら
の
田
畑
永
代
売
買
解
禁
反
対
論
あ
た
り
を
念
頭

に
お
い
て
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ｍ
　
反
批
判

――
―
貧
富
の
差
の
当
然
視

こ
う
し
た
批
判

へ
の
反
批
判
は
三
点
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
。

第

一
に
、
貧
富
の
差
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
の
立
場
か
ら
の
も
の

あ
る
。人

ノ
性
智
愚
ア
リ
、
勤
惰
ア
リ
、
倹
奢
ア
リ
、
其
智
勤
倹
ヲ
兼
ヌ
ル
者

ハ

漸
ク
富
ミ
、
愚
情
奢
ヲ
兼
ヌ
ル
者

ハ
、
漸
ク
貧
シ
キ
ハ
当
然
ノ
理
ナ
リ
。

然
ル
ニ
今
兼
併
ヲ
防
キ
貧
富
ヲ
均
ウ
セ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
勢
ヒ
必
ス
富
者

ニ

奪
ヒ
貧
者
二
与
フ
ル
ニ
至
ラ
ン
。
其
弊
ヤ
智
勤
倹
ヲ
抑
ヘ
テ
愚
情
奢
ヲ
勧

ム
ル
ニ
至
ラ
ン
。
是
レ
斯
民
ヲ
駆
テ
窮
苦
ノ
中
二
陥
ル
ル
ノ
説
ナ
リ
。

能
力
主
義
に
立
ち
、
自
由
競
争
を
肯
定
し
、
弱
者
を
保
護
す
る
社
会
政
策
を

逆
効
果
だ
と
し
て
不
要
視
す
る
、
古
典
的
と
も
言
う
べ
き
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
が
、

こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
（２３
了

ｍ
　
反
批
判
―
―
―
地
価
の
自
動
調
節
作
用

第
二
に
、
貧
富
の
差
は
、
地
価
課
税
に
伴
う
地
価
の
自
動
調
節
作
用
に
よ
っ

て
解
消
さ
れ
る
、
と
い
う
。

尤
モ
民
二
貧
富
ノ
ロ
等
ア
ル
ハ
善
キ
コ
ト
ニ
ハ
非
ス
。
但
シ
、
之
ヲ
均
ウ

ス
ル
ノ
道

ハ
民
ノ
愚
惰
奢
ヲ
過
ム
ル
ニ
在
り
。
蓋
シ
愚
惰
奢

ハ
天
ノ
憎
ム

所
ニ
シ
テ
、
困
窮
貧
苦

ハ
其
罰
ナ
リ
。
故
二
民
ノ
愚
惰
奢
ヲ
過
ム
ル
ノ
要
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ハ
、
天
ノ
之
ヲ
罰
ス
ル
ニ
任
ス
ニ
如
く

ハ
ナ
シ
。

（中
略
）
今
之
ヲ
行
ヘ

ハ
田
地
ノ
利
多
キ
者

ハ
人
争
テ
買

ハ
ン
コ
ト
ヲ
欲
シ
、
田
価
ヲ
迫
り
上
ル

故
二
其
税
亦
随
テ
増
シ
、
其
利
少
ナ
キ
者

ハ
人
争
テ
売
ラ
ン
コ
ト
ワ
欲

シ
、
田
価
ヲ
迫
り
下
ル
故
二
其
税
亦
随
テ
減
シ
、
以
テ
平
均

二
至
ル
ナ
リ
。

貧
富
の
差
が
あ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
が
、
貧
困
は

「天
」
の

「罰
」
だ

と
す
る
。
こ
の
発
想
に
立
て
ば
、
そ
の
解
消
も

「天
」
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
が
、
神
田
は
そ
の
点
は
明
言
し
て
い
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
地
価
課
税

に
伴
う
地
価
の
自
動
調
節
作
用
が
貧
富
の

「平
均
」
を
も
た
ら
す
、
と
解
い
て

い
る
。

い
　
反
批
判
―
―
―
―
田
地
売
買
の
実
質

第
二
に
、
近
世
に
田
地
売
買
の
実
質
が
認
め
ら
れ
、
現
在
の
田
地
所
持
は
買

得
に
よ
る
も
の
だ
、
と
す
る
。

況
ヤ
戦
国
以
来
田
地
ヲ
民
ノ
勝
手

一́売
買
ス
ル
コ
ト
ニ
成
り
来
レ
ル
コ
ト

久
シ
。
今
ノ
田
地

ハ
民
ノ
買
得
テ
有
ス
ル
ニ
テ
官
ヨ
リ
之
ヲ
渡
シ
タ
ル
ニ

非
サ
ル
ヲ
ヤ
。
今
売
買
ヲ
堅
ク
禁
セ
ン
ト
ナ
ラ
ハ
、　
一
応
悉
ク
官
二
買
上

ケ
、
改
テ
民
二
渡
シ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
条
理
二
適

ハ
サ
ル
所
ア
リ
。
徳

川
氏
ノ
中
葉
売
買
禁
止
ノ
令
ア
リ
ト
雖
モ
、
元
来
不
当
ノ
コ
ト
ナ
ル
故
二
、

之
ヲ
実
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
今
二
至
リ
テ
ハ
表
向

ハ
カ
リ
売
卜
云
ハ
ス

シ
テ
、
又
質
卜
云
、
浩
券
卜
云

ハ
ス
シ
テ
譲
証
文
卜
云
フ
ノ
違
ヒ
ノ
ミ
ニ

テ
、
其
実

ハ
売
買
二
異
ナ
ル
者
ナ
シ
。
如
此
空
名

ニ
テ
ハ
仮
令
売
田
禁
止

ノ
法
、
善
美
ナ
ル
モ
、
其
実
益
ナ
シ
。
況
ヤ
其
善
美
ナ
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
ヲ

ヤ
。

戦
国
時
代
以
来
、
民
衆
に
よ
る
田
地
の
自
由
な
売
買
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、

現
在
、
民
衆
が
所
持
す
る
田
地
は
買
得
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

国
家
が

一
旦
、
民
衆
か
ら
買
い
上
げ
た
上
で
与
え
る
と
い
う
手
続
き
な
し
に
は
、

田
地
　
士冗
買
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
幕
府
の
田
畑
永
代
売
買
禁
令
は
、

こ
う
し
た
田
地
売
買
の
実
質
を
無
視
し
た

「不
当
」
な
も
の
だ

っ
た
か
ら
、
効

果
が
な
く
、
無
益
だ

っ
た
、
と
い
う
。

ｍ
　
津
田
真
道
の
土
地
法
史
像
と
の
比
較

近
世
の
田
地
所
持
を
買
得
の
結
果
と
し
、
そ
こ
に
事
実
上
の
土
地
所
有
を
認

め
る
立
場
は
、
土
地
法
制
を
め
ぐ
る
該
期
の
思
想
状
況
に
あ
っ
て
は
、
ま
こ
と

に
画
期
的
な
も
の
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
地
租
改
正
立
法
後
の
、　
一
八
七
四

（明
治
七
）
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た

『明
六
雑
誌
』
第

一
六
号
所
載
の
論
文

「政
論
五
」
（２４
）
で
ヽ
津
田
真
道
は
、
地
券
の
交
付
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

地
券

ハ
人
民
土
地
ヲ
私
有
ス
ル
「
ノ
明
確
ナ
ル
証
券
ナ
リ

（中
略
）
我
大

日
本
帝
国
従
前
ノ
制
天
下

ハ
一
人
ノ
天
下
ニ
シ
テ
天
下
ノ
天
下
二
非
ズ
大

八
州
ノ
土
地
皆
天
皇
陛
下

一
人
ノ
御
有
ニ
シ
テ
絶
テ
人
民
私
有
ノ
土
地
ア

ル
ー
ナ
シ
是
蓋
我
帝
国
神
代
以
還
ノ
国
憲
ナ
リ

（中
略
）
中
古
口
分
田
ノ

法
人
ロ
ヲ
量
リ
テ
土
地
ヲ
貸
与
ス
ル
ナ
リ
王
政
乱
レ
テ
武
人
国
命
ヲ
執
ル

ニ
及
テ
ロ
分
ノ
法
亦
乱
レ
テ
存
セ
ズ
然
レ
に
人
民
私
二
田
園
ヲ
売
買
ス
ベ

カ
ラ
ザ
ル
ノ
禁

ハ
依
然
タ
リ
我
民
ノ
東
縛
ヲ
脱
セ
ザ
ル
ヤ
姦

二
三
千
有
余

年
度
応
復
古
明
治
維
新
ノ
際
我
今
上
天
皇
陛
下
千
古
未
曽
有
ノ
英
断
ヲ
以

テ
我
帝
国
神
代
以
来
固
着
ノ
束
縛
ヲ
解
キ
人
民
二
土
地
売
買
ノ
自
由
ヲ
許

シ
地
券
ヲ
与
ヘ
テ
各
人
其
土
地
ヲ
私
有
ス
ル
ノ
確
証
ト
シ
テ
永
ク
之
ヲ
保

護
シ

（中
略
）
天
皇
陛
下
ノ
復
我
大
日
本
帝
国
ノ
土
地
を
私
有
シ
玉

ハ
ザ

ル
「
フ
明
一不
ス
ル
。

津
田
は
、
土
地
＝

「御
有
」
の
原
則
が
近
世
で
も
田
畑
永
代
売
買
禁
令
と
い

う
形
を
と
っ
て
貫
徹
し
て
お
り
、
地
券
交
付
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
土
地
の
私
有

が
認
め
ら
れ
た
、
と
説
い
て
い
る
。
同
じ
く
明
六
社
同
人
の
津
田
に
し
て
、
か

く
の
如
き
考
え
方
を
と

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
神
田
の
土
地
法
史
像
が
い
か
に

突
出
し
た
も
の
だ

っ
た
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

ｍ
　
神
田
提
案
の
ア
ポ
リ
ア
と
地
租
改
正
法

問
題
は
、
か
く
理
解
さ
れ
た
民
衆
と
土
地
と
の
法
的
関
係
、
す
な
わ
ち
そ
の

土
地
所
有
権
に
対
し
て
、
国
家
が
ど
う
し
て
売
却
強
制
の
如
き
制
限
を
加
え
る

こ
と
が
法
的
に
可
能
な
の
か
と
い
う
、
ま
た
し
て
も
前
述
の
ア
ポ
リ
ア
に
逢
着

す
る
の
で
あ
る
。
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地
租
改
正
法
も
ま
た
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
地
租
改
正
施
行

規
則
代
十
六
則
は
、
こ
う
規
定
し
て
い
る

（２５
Ｙ

村
方
ヨ
リ
差
出
候
地
価
不
相
当
ナ
ル
ト
キ
ハ
調
直
ノ
儀
申
渡
若
心
得
違
ノ

者
有
之
及
理
解
候
上
尚
不
服
ノ
節
ハ
入
札
法
ヲ
以
テ
地
価
相
定
候
力
又

ハ

申
立
ノ
代
価
ニ
テ
可
買
上
事

村
方
申
告
の
地
価
が

「不
相
当
」
と
認
め
ら
れ
、
再
調
査
に
応
じ
な
い
か
、

あ
る
い
は
そ
の
結
果
に
不
服
な
場
合
、
①
入
札
法
で
地
価
を
決
定
す
る
か
、
ま

た
は
②
申
告
地
価
で
政
府
が
土
地
を
買
い
上
げ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
地
方
官
心
得
書
第
二
十
二
章
で
入
札
法
、
第
三
十
三
～
五
章
で
買
い
上
げ

の
実
施
方
法
を
定
め
（２６
て

入
札
法
に
つ
い
て
は
検
査
変
例
第

一
。
二
則
を
設

け
て
具
体
的
な
手
続
き
を
提
示
し
て
い
る
（２７
了

神
田
提
案
と
右
の
地
租
改
正
法
の
規
定
と
は
、

「不
当
」
な
地
価
申
告
の
対

策
と
し
て
売
却
強
制
を
採
用
す
る
と
い
う
点
に
関
す
る
限
り
、
共
通
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
①
売
却
価
格
を
、
神
田
提
案
の
よ
う
に
、
買
収
希
望
者
の
提
示
額

で
は
な
く
、
申
告
地
価
と
し
、
ま
た
②
売
却
対
象
を
、
買
収
希
望
者
で
は
な
く
、

政
府
と
し
て
い
る
点
で
は
異
な
る
。
し
か
し
、
売
却
強
制
と
い
う
、
土
地
所
有

権
を
制
限
す
る
強
制
処
分
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。
実
際
に
、
地
租
改

正
事
業
の
実
施
過
程
で
、
こ
う
し
た
強
制
処
分
が
な
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ

ら
ず
（２８
τ

地
租
改
正
法
が
か
か
る
条
項
を
包
合
し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
、
土
地
法
制
上
の
意
義
が
、
こ
こ
で
は
間
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

ま

と

め

に

か

え

て

神
田
孝
平
の
地
租
改
正
提
議
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
幕
末
期
以
来
の
、
彼
の

経
済
認
識
を
前
提
と
し
、
同
時
期
の
他
の
論
者
の
主
張
と
比
較
し
て
も
、
市
場

経
済
志
向
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
徹
底
性
に
お
い
て
、
隔
絶
し
た
も
の
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
、
如
上
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
同
時
に
、
こ
の
神
田
提
議
に
し
て
も
、
税
率
や
地
価
の
決
定
に
際
し
て
の
、

土
地
所
有
権
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
制
限
を
、
合
理
化
し
得
る
法
的
根
拠
を
開

示
で
き
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
込
ん
で
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
地
租
改

正
法
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
往
の
諸
研
究
は
、
神
田
提
案
の
、
前
者
の
側
面
に
の
み
眼
を
向
け
、
後
者

の
側
面
に
必
要
な
注
意
を
払

っ
て
こ
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
。
地
租
改
正
提
議

以
後
、
民
撰
議
院
論
で
そ
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
し
か
け
な
が
ら
、
結
局
、
挫
折

し
た
こ
と
が
、
後
年
、
地
租
改
正
提
議
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
土
地
所
有

・

租
税
論
を
開
陳
す
る
に
い
た
っ
た
伏
線
的
事
情
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

後
者
の
側
面
を
決
し
て
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。

こ
こ
で
は
、
神
田
提
議
と
地
租
改
正
法
と
の
関
係
を
、
全
面
的
に
検
討
す
る

こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
宿
題
は
、
地
租
改
正
法
そ
の
も
の
を
検
討
す
る

機
会
に
、
あ
わ
せ
て
は
た
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
１
）
拙
稿

「神
田
孝
平
の
土
地
所
有

・
租
税
論
」

（明
治
維
新
史
学
会
編

『明
治
維
新
の
人
物
と
思
想
』
吉
川
弘
文
館
、
近
刊
予
定
）
を
参
照
。

（
２
）
本
庄
栄
治
郎

『神
田
孝
平

―
―
研
究
と
資
料

―

』
経
済
史
研
究
会
、

一
九
七
三
年

一
一
月

（以
下
、
本
庄
著
書
と
省
略
）
、
七
七
～
八
四
頁
。

（
３
）
住
谷
悦
治

『
日
本
経
済
学
史
』
増
訂
版
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、　
一
九
六

七
年

一
〇
月
、
五
四
～
五
頁
。

（
４
）
大
島
清
、
加
藤
俊
彦

。
大
内
力

『人
物

・
日
本
資
本
主
義
』
１

「地
租

改
正
」
、
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
二
年

一
〇
月
、　
〓
〓

一～
三
頁
。

（
５
）
本
庄
著
書

一
三
八
頁
。
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（
６
）
守
屋
嘉
美

「阿
部
政
権
論
」

（青
木
美
智
男

ｏ
河
内
八
郎
編

『講
座
日

本
近
世
史
」
第
八
巻

「開
国
」
、　
一
九
八
五
年
五
月
所
収
）
、
藤
田
覚

『幕
藩
制
国
家
の
政
治
史
的
研
究
』
校
倉
書
房

。
一
九
八
七
年
九
月
、

三
谷
博

「天
保
～
嘉
永
期
の
対
外
問
題
」

（
「
日
本
歴
史
大
系
』
第
二

巻
、
山
川
出
版
社
、　
一
九
八
八
年
八
月
所
収
）
を
参
照
。

本
庄
著
書
、　
一
四
四
頁
。

同
右

一
四
五
～
六
頁
。

拙
稿

「地
方
史
と
歴
史
教
育
を
め
ぐ

っ
て
」

（地
方
史
研
究
協
議
会
編

「地
方
史
の
新
視
点
』
雄
山
閣
、　
一
九
八
八
年

一
〇
月
所
収
）
を
参
照
。

本
庄
著
書
、　
一
五

一
頁
。

拙
著

『地
租
改
正
と
地
方
制
度
』
山
川
出
版
社
、　
一
九
九
二
年

一
〇
月
、

第

一
編
第

一
章

「地
租
改
正
と
石
高
制
」
、　
一
〇
頁
を
参
照
。

（‐２
）
神
田
は
検
地
と
石
盛
を
区
別
し
て
い
る
が
、

「検
地
は
土
地
の
経
界
を

改
め
正
す
の
総
名
に
し
て
、
田
畑
に
竿
縄
を
入
れ
て
反
別
を
改
め
、
土

地
の
位
を
純
し
、
石
盛
を
付
け
、
石
高
を
定
る
法
」

（大
石
久
敬

『地

方
凡
例
録
』
上
巻
、
近
藤
出
版
社
、　
一
九
六
九
年
五
月
、
六
五
頁
）
と
、

一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
か
ら
、
神
田
が
農
政
の
実
務
に
つ

い
て
、
ど
の
程
度
知
悉
し
て
い
た
か
、
あ
る
程
度
は
想
像
で
き
よ
う
。

（‐３
）

「議
案
録
」

（吉
野
作
造
編

『明
治
文
化
全
集
』
第
四
巻

「憲
政
篇
」
、

一
九
二
八
年
七
月
所
収
）

一
二
四
頁
。

同
右

一
四
三
頁
。

同
右

一
五
三
頁
。

同
右

一
五
三
～
四
頁
。

同
右

一
五

一
頁
。

浅
井
清

『明
治
維
新
と
郡
県
思
想
』
巌
松
堂
、　
一
九
二
九
年

一
一
月
、

一
九
〇
～
九
頁
を
参
照
。

前
掲
拙
著
、
第
二
編
第
二
章

「前
期
的
町
村
の
展
開
」
を
参
照

同
左
、
第
二
編

「地
租
と
明
治
国
家
」
を
参
照
。

本
庄
著
書
、　
一
五
二
～
六
頁
。

大
島
ほ
か
前
掲
書
、　
一
四
七
頁
。

（２３
）
筆
者
は
、

「地
租
改
正
は
、
石
高
制
農
村
秩
序
を
解
体
さ
せ
る
農
民
収

奪
で
あ
り
、
領
主
的
土
地
所
有
か
ら
も
人
民
の
生
活
権
か
ら
も
自
由
な

む
き
出
し
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
原
理
を
解
放
後
の
土
地
所
有
に
打
刻

す
る
。
」

（前
掲
拙
著
、
第

一
編
第
二
章

「地
租
改
正
を
め
ぐ
る
民
衆

運
動
」
、
八
八
頁
）
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（２４
）

「明
六
雑
誌
』
復
刻
版
、
立
体
社
、　
一
九
七
六
年

一
〇
月
所
収
。

（２５
）
内
閣
官
報
局
編

「法
令
全
書
』
第
六
巻
ノ

一
、　
一
八
八
九
年

（原
書
房
、

一
九
七
四
年

一
二
月
）
、
四
〇
六
頁
。

（２６
）
同
右
四

一
二
頁
を
参
照
。

（２７
）
同
右
四

一
七
～
二
〇
頁
を
参
照
。

（２８
）
大
島
ら
は

「地
価
の
申
告
制
な
ど
は
実
行
の
し
よ
う
が
な
い
」
と
し
、

改
租
事
業
も

「申
告
制
は
動
き
よ
う
が
な
か

っ
た
の
で
、

『検
査
例
』

の
方
式
を
も
と
に
地
価
を
算
定
す
る
方
式
が

一
般
に
お
こ
な
わ
れ
た
の

で
あ

っ
て
、
あ
る
い
み
で
は
神
田
案
の
欠
陥
が
実
施
の
過
程
で
修
正
さ

れ
た
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
」

（前
掲
書

一
五
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
一
九
九
四
年
六
月

一
三
日
稿
了
、　
一
〇
月
二
四
日
補
訂
）
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